
 

- 50 - 

第６章 開発許可の技術基準 

（法第３３条） 

 

（開発許可の基準） 

法第３３条 都道府県知事は、開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る

開発行為が、次に掲げる基準（第４項及び第５項の条例が定められているときは、当

該条例で定める制限を含む。）に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又は

この法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなけれ

ばならない。 

 一～十四 （略）  

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令（政令第２５条から

政令第２９条）で定める。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建               

築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細

目のみによっては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると

認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増

進上支障がないと認められる場合においては、政令（政令第２９条の２）で定める基準に従い、

条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができ

る。 

４ 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合に          

おいては、政令（政令第２９条の３）で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される

建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に

関する制限を定めることができる。 

５ 景観行政団体（景観法第７条第１項に規定する景観行政団体をいう。）は、良好な景

観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第８条第２項第１号の景観計

画区域内において、政令（政令第２９条の４）で定める基準に従い、同条第１項の景観計画に定

められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めるこ

とができる。 

６ 指定都市等及び地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づきこの節の規

定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村（以

下この節において「事務処理市町村」という。）以外の市町村は、前３項の規定により

条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得な

ければならない。 

７ 公有水面埋立法第２２条第２項の告示があつた埋立地において行う開発行為につい

ては、当該埋立地に関する同法第２条第１項の免許の条件において第１項各号に規定

する事項（第４項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。）に
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関する定めがあるときは、その定めをもって開発許可の基準とし、第１項各号に規定

する基準（第４項及び第５項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限

を含む。）は、当該条件に抵触しない限度において適用する。 

８ 市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第１項に定め

るもののほか、別に法律で定める。 

（条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準） 

政令第２９条の２ 法第３３条第３項（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。次項において同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次

に掲げるものとする。 

一  第２５条第２号、第３号若しくは第５号から第７号まで、第２７条、第２８条第

２号から第６号まで又は前３条の技術的細目に定められた制限について、環境の

保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行う

ものであること。 

 二～十二（略） 

２ 法第３３条第３項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げ

るものとする。 

一  第２５条第２号又は第６号の技術的細目に定められた制限について、環境の保

全、災害の防止及び利便の増進上支障がない範囲で行うものであること。 

二、三（略） 

（条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準） 

政令第２９条の３ 法第３３条第４項（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。）の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が２００平方メートル（市

街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、３００平方メ

ートル）を超えないこととする。 

 

〈解 説〉 

法第３３条は、開発許可の基準のうち技術的事項（いわゆる技術基準）を定めていま

す。技術基準は、良好な市街地の形成を図るため、住宅地に一定の水準を保たせること

を目的としています。 

（１）第１項（技術的基準）について 

第１項は、開発許可申請が本項各号の基準に適合し、その申請手続きも適法である

場合は、必ず許可しなければならないことについて規定されています。 

本項各号の基準は、予定建築物等及び開発行為の目的に応じて、それぞれ必要な基

準が適用されます。各号の概要とその適用関係をまとめると次のとおりになります。 

また、市街化調整区域における開発行為の場合は、第二種特定工作物の建設を目的

とした開発行為を除き、法第３４条の各号のいずれかに該当することが必要になりま

す。 
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＜参考＞ 法第３３条第１項各号の概要 

法第３３条第１項各号 政令・省令 

第１号 予定建築物等の用途が用途地域等に適合していること － 

第２号 公共空地（道路・公園等）が適当に配置されていること 

政令第２５条 

省令第２０条、 

第２０条の２、 

第２１条、 

第２４条、 

第２５条 

第３号 

排水施設が下水を有効に排出するとともに、開発区域及び周 

辺区域に溢水が生じないような構造及び能力で適当に配置 

されていること 

政令第２６条 

省令第２２条、 

第２６条 

第４号 
給水施設が給水需要に支障を来さないような構造及び能力 

で適当に配置されていること 
－ 

第５号 
予定建築物等の用途及び開発行為の設計が地区計画等に 

定められた内容に即して定められていること 
－ 

第６号 

開発区域内の利便の増進と開発区域及び周辺地域の環境 

の保全とが図られるよう公共・公益施設及び予定建築物の用 

途の配分が定められていること 

政令第２７条 

第７号 
地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が定められて 

いること 

政令第２８条 

省令第２３条、 

第２７条 

第８号 
災害危険区域等の開発行為を行うのに適当でない区域内の 

土地を含まないこと 
政令第２３条の２ 

第９号 
開発区域における樹木の保存・表土の保全等が講ぜられるよ 

うに設計が定められていること 

政令第２３条の３、

第２８条の２ 

省令第２３条の２ 

第１０号 緩衝帯が配置されていること 
政令第２３条の４、

第２８条の３ 

省令第２３条の３ 

第１１号 道路・鉄道等の輸送の便からみて支障がないこと 政令第２４条 

第１２号 
申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用が 

あること 
政令第２４条の２ 

第１３号 
工事施行者に当該開発行為に関する工事を完了するために 

必要な能力があること 
政令第２４条の３ 

第１４号 
当該開発行為の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意 

を得ていること 
－ 
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＜参考＞法第３３条開発許可基準と開発目的別適用関係 

法第

33条 

第１

項 

各号 

基準内容 

建築物 特定工作物 

備考 
一般 

自己 

住宅 

自己業務用 

一般 

自己用 

１ｈａ 

未満 

１ｈａ 

以上 

１ｈａ 

未満 

１ｈａ 

以上 

1 用途地域等への適合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

2 

公共空

地等の

確保等 

道路等 ○ × ○ ○ ○ ○ ○   

公園・緑

地・広場 
○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

0.3ha以上の開

発行為が対象 

消防水利 ○ × ○ ○ ○ ○ ○  

3 排水施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

4 給水施設 ○ × ○ ○ ○ ○ ○   

5 
地区計画等への適

合 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

6 公共公益施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

7 
防災・安全施設 

（切土・盛土等） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

8 
災害危険区域等の

除外 
○ × × × ○ × ×   

9 
樹木の保存 

表土の保全 
○ ○ × ○ ○ × ○ 

1ha以上の開

発行為が対象 

10 緩衝帯 ○ ○ × ○ ○ × ○ 
1ha以上の開

発行為が対象 

11 輸送施設 ○ ○ × ○ ○ × ○ 
40ha以上の開

発行為が対象 

12 申請者の資力・信用 ○ × × ○ ○ × ○   

13 工事施行者の能力 ○ × × ○ ○ × ○   

14 関係権利者の同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

○：基準が適用されるもの   ×：基準が適用されないもの 
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（２）第２項（技術的細目の政令への委任）について 

第２項は、第１項の基準を適用するのに必要な技術的細目は、政令で定めることを

規定しており、政令第２５条から政令第２９条までが該当します。また、政令第２９

条では、道路の勾配、排水の用に供する管渠の耐水性等、法第３３条第１項第２号か

ら第４号までと第７号に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、

省令で定めると規定されています。 

（３）第３項（技術的細目の強化・緩和）について 

第３項は、地方公共団体が、条例を定めることにより、政令第２９条の２第１項及

び第２項で定める範囲内で、前項に基づく政令で定められた技術的細目を強化又は緩

和することができることについて規定されています。 

（４）第４項（最低敷地規模の制限）について 

第４項は、地方公共団体が、政令第２９条の３で定める範囲内で、かつ、区域、目

的又は予定建築物の用途を限って条例を定めることにより、最低敷地規模を確保する

ことができるように規定されています。政令第２９条の３では、建築物の敷地面積の

最低限度を２００㎡（市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域に

おいては３００㎡）を超えない範囲で条例による基準として定めることができること

について規定されています。 

（５）第５項（景観法による制限の強化）について 

第５項は、景観法第７条第１項に基づく景観行政団体が、景観法第８条第２項第１

号の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第１項の景観計画に定

められた開発行為についての制限の内容を条例で、開発許可の基準として定めること

ができることについて規定されています。 

（６）第６項（制限の強化・緩和を行う際の手続）について 

第６項は、指定都市、中核市、施行時特例市及び事務処理市町村以外の市町村が、

第３項、第４項の規定に基づく条例を定めようとする場合は、あらかじめ、都道府県

知事と協議し、その同意を得ることについて規定されています。 

（７）第７項（公有水面埋立法との調整）について 

第７項は、公有水面埋立法との重複を避けるために規定されています。 

（８）第８項（都市再開発法における市街地再開発促進区域における特例）について 

第８項は、都市再開発法第７条第１項に基づく市街地再開発促進区域内における開

発許可に関する基準の特例について規定されています。 
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第１節 用途地域への適合（法第３３条第１項第１号） 

 

法第３３条第１項（柱書略） 

一 次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途

の制限に適合していること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生

特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあっては、この限りでない。 

イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制

限地域、流通業務地区又は港湾法第３９条第１項の分区（以下「用途地域等」という。）

が定められている場合 当該用途地域等内における用途の制限（建築基準法第４９条

第１項若しくは第２項若しくは第４９条の２（これらの規定を同法第８８条第２項に

おいて準用する場合を含む。）又は港湾法第４０条第１項の条例による用途の制限を

含む。） 

ロ 当該申請に係る開発区域内の土地（都市計画区域（市街化調整区域を除く。）又

は準都市計画区域内の土地に限る。）について用途地域等が定められていない場合 

建築基準法第４８条第１３項及び第６８条の３第７項（同法第４８条第１３項に係る

部分に限る。）（これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。）

の規定による用途の制限 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第１号は、用途地域等が定められている区域で開発行為を行う場合

に、予定建築物の用途が建築基準法の制限に適合するものでなければならないことにつ

いて規定されています。 

また、市街化調整区域以外の用途地域の指定がない区域では、大規模集客施設等の建

築が制限されています。建築物の用途規制は、建築行為等の際にも確認されますが、そ

の内容を建築行為の前段階である開発行為を許可する段階であらかじめ確認し、無用な

トラブルを防止しようとするものです。よって、本号への適合性は、建築基準法の規制

の内容と整合を図ることになります。 

建築基準法第４８条に基づく許可を受けた建築物をどのように取り扱うかは特に定

められていませんが、建築基準法第４８条に基づく許可を受けた建築物は、建築基準法

の用途規制に適合している建築物となるので、本号に適合しているものとして取り扱い

ます。 
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第２節 公共空地（法第３３条第１項第２号） 

第２節 第1款  総  論 

 

法第３３条第１項（柱書略） 

二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

以外の開発行為にあっては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地（消

防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）

が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は

事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区

域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定めら

れていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められていると

きは、設計がこれに適合していること。 

イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

 ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

 ハ 予定建築物等の用途 

 ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

三～十四 （略） 

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第２号は、開発区域内の道路、公園、広場等の公共の用に供する空

地が、本号イ～ニに掲げる事項を勘案し、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上

又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されるように設計

が行われることについて規定されています。 

また、開発区域内の主要な道路が開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計

されていることについても規定されています。 

なお、自己の居住用の建築物として開発行為を行う場合は、本号の適用を除外してい

ます。 

さらに、開発行為を行う区域内及びその周辺で、本号で規定する公共用空地に関する

都市計画が定められている場合には、設計が都市計画に適合していることも規定されて

います。 

（１）自己の居住の用に供する住宅について 

「自己の居住の用に供する住宅」とは、開発行為を行う者が自らの生活の本拠として

使用する住宅をいいます。よって、開発行為を行う主体は、自然人に限られることと

なり、会社が従業員のために建築する宿舎や、組合が組合員に譲渡することを目的と

して建築する住宅は、自らの生活の本拠として使用するものではありませんから、自

己の居住の用に供する住宅には該当しません。 
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自己の居住の用に供する住宅のみを本号の適用から除外している理由は、場合によ

っては、開発を行う者が自ら不許可の不利益を被ることや、開発区域の周辺に及ぼす

影響が小さいことによるものです。 

（２）消防に必要な水利が十分でない場合について 

「消防に必要な水利（以下、「消防水利」という。）が十分でない場合」とは、開発

区域内に消防水利の基準を満たさない箇所があることをいいます。本市を管轄する消

防担当部局（消防本部や消防署等）で、開発区域周辺の消防水利の配置状況を確認し、

消防水利の基準を満たしていない箇所がある場合、新たに消防用の貯水施設等を設置

し、消防水利が不足している区域がないように設計されなければなりません。 

（３）敷地について 

「敷地」とは、建築基準法の敷地の概念と同じもので、一の建築物又は用途不可分

の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいいます。 

なお、建築基準法の総合的設計制度による一団の計画の場合は、全体を一の敷地と

して取扱います。 

（４）法、政令、省令の構成 

   本号に基づく政令、省令は、別表のとおりです。それぞれの内容と適用関係を整理

してあります。 
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別表 

道路関係 

 

 

 政令 省令 基準の概要 

 第２５条第１号  道路の機能の確保 

 

第２５条第２号  敷地が接しなければならない道路の最小幅員 

 第２０条 政令第２５条第２号から委任を受けた道路幅員 

 第２０条の２ 政令第２５条第２号ただし書の運用 

 第２５条第３号  市街化調整区域内の大規模開発における１２ｍ以上の道路の基準 

 第２５条第４号  開発区域内の主要な道路が接続する道路 
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 第２５条第５号  歩車道の分離 

 

第２９条 

第２４条第１号 道路の構造 

 第２４条第２号 道路排水施設 

 第２４条第３号 道路縦断勾配 

 第２４条第４号 階段状道路の禁止 

 第２４条第５号 袋路状道路の禁止 

 第２４条第６号 街角の切り取り 

 第２４条第７号 歩車道を分離する工作物 

 
第２９条の２ 

第１項第２号 
 政令第２５条第２号の道路幅員の強化 

 
第２９条の２ 

第１項第３号 
 

政令第２５条第３号の１２ｍ道路が配置されていることを求める 

面積要件の強化 

 
第２９条の２ 

第１項第４号 
 政令第２５条第５号の歩車道を分離すべき道路の幅員の強化 

  
第２７条の４ 

第１項第２号 
省令第２４条の道路の構造又は能力の強化 

 
第２９条の２ 

第２項第２号 
 政令第２５条第２号の道路幅員の緩和 



 

- 60 - 

公園・緑地・広場関係 

 

消防水利関係 

政令 省令 基準の概要 

第２５条第８号  消防水利 

 

１ 環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような

規模及び構造 

環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような

規模及び構造とは、次の事項を満たしていることをいいます。 

（１）環境の保全上支障がない規模・構造 

環境の保全上支障がないとは、開発区域内に居住・事業することとなる者のために、

良好な市街地の環境を確保する観点から、日照、通風、採光等の点で支障がないこと

をいいます。また、公園等を設置する場合は、開発区域内に居住することとなる者の

住環境を確保する観点から、各敷地からの誘致距離を勘案しながら適正な位置に配置

し、かつ使い易い構造であることも含まれます。 

（２）災害の防止上支障がない規模・構造 

災害の防止上支障がないとは、開発区域内に居住・事業することとなる者の避難活

動上支障がないこと、消防活動上支障がないことをいいます（消防車・救急車等が進

入可能であること、消防水利が適切に確保されていること等）。 

（３）通行の安全上支障がない規模・構造 

 政令 省令 基準の概要 

 第２５条第６号  
公園、緑地、広場の設置（開発区域面積が 0.3ha以上 5.0ha未満 

の場合） 

 

第２５条第７号  公園、緑地、広場の設置（開発区域面積が 5.0ha以上の場合） 

 第２１条 
公園、緑地、広場の技術的細目 

（開発区域面積が 5.0ha以上の場合） 

 第２５条 公園の構造 

 
第２９条の２ 

第１項第５号 
 

政令第２５条第６号の公園、緑地、広場の設置に関する基準の強化 

（0.3ha以上 5.0ha未満の開発行為のみ適用） 

 
第２９条の２ 

第１項第６号 
 

政令第２５条第７号の公園、緑地、広場の設置に関する基準の強化 

（5.0ha以上の開発行為のみ適用） 

 
第２９条の２ 

第２項第３号 
 

政令第２５条第６号の公園、緑地、広場の設置に関する基準の緩和 

（0.3ha以上 5.0ha未満の開発行為のみ適用） 

 

 

第２７条の２ 省令第２１条の公園、緑地、広場の設置に関する技術的細目の強化 

 
第２７条の４ 

第１項第３号 
省令第２５条第２号の公園の柵等の設置に関する基準の強化 
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通行の安全上支障がないとは、開発区域内に居住・事業することとなる者の通行に

ついて、車両通行の安全、歩行者通行の安全の二点について、支障がないことをいい

ます。開発行為に見合った道路の配置（幅員構成、歩車道の分離等）がなされている

ことを求めています。 

（４）事業活動の効率上支障がない規模・構造 

事業活動の効率上支障がないとは、開発区域内で事業を行うこととなる者の事業活

動に支障を生じないことをいいます。 

 

２ 適当な配置 

（１）道路の配置 

道路の配置については、本号でその大枠を定め、技術的細目として政省令が定めら

れています。道路に関する政省令は、詳細に規定されていますので、その基準に適合

させれば、本号の基準の趣旨は達成されます。 

（２）公園の配置 

公園の配置については、公園の規模、構造等に関する政省令はありますが、開発区

域内のどのような位置に配置すべきかについては、本号以外に規定はありません。な

お、街区公園は、標準規模０．２５ｈａ、標準誘致距離２５０ｍ、近隣公園は、標準

規模２ｈａ、標準誘致距離５００ｍを標準として、配置されることが望ましいとされ

ています。また、開発区域内に自然環境が残っている場合は、緑地等との複合的施設

として配置することを検討することが望ましいとされています。 

（３）消防水利の配置 

消防水利の配置については、予定建築物等の敷地となる土地が消防水利の基準を満

たすように配置しなければなりません。これは、消防水利の基準が、一つの消防水利

（防火水槽、消火栓等）を使用して消火活動を行うことができる範囲を定めているも

のであるからです。消防水利の基準を満たさない箇所があるということは、その土地

で効果的な消火活動が行えないので、適当に配置されているとはいえません。 

 

３ 都市計画への適合 

開発区域内で、本号で規定する公共用空地に関する都市計画が定められている場合

は、開発行為の設計が都市計画に適合していることと規定されています。 

（１）開発行為の設計が都市計画に適合していること 

設計が都市計画に適合していることとは、当該開発行為の設計が、都市計画の実現

を妨げるものでないだけではなく、申請者に不当な負担とならない範囲において、で

きる限り都市計画の内容を実現することをいいます。 

具体的には、開発区域と法第１１条の都市計画施設の区域との重複の割合に応じて、

以下のとおり判断します。 

① 開発区域と都市計画施設の区域が重複し、当該重複部分の開発区域に占める比率

（以下「都市計画施設率」という。）が低い場合等においては、都市計画施設の実現
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を妨げることのないよう開発区域に都市計画施設の区域を確保させる等の措置が必要 

② 都市計画施設率が高く、都市計画において定められた設計と同一になるよう開発行

為の設計を変更させることが当該開発行為の施行者に不当な負担になると考えられ

る場合 

法第４０条第３項により国又は地方公共団体が都市計画施設である主要な公共施設

の用に供する土地の取得費を負担する場合又は法第５６条の規定により都市計画事業

の施行者が土地の買取を行う場合は、①に準じて取り扱う。 

土地の取得費の負担又は買取を行わない場合は、当該開発に必要な公共空地を都市

計画施設の区域内に確保するとともに、それ以外の都市計画施設の区域においては法

第５４条の許可基準に該当することをもって都市計画に適合したものと解す。 

③ 都市計画施設率が非常に高い場合で法第５６条により都市計画事業の施行者が土

地の買取を行わない場合は、当該開発行為に係る建築行為が法第５４条の許可基準に

該当することをもって都市計画に適合するものと解す。 

（２）都市計画施設の区域内における建築等の制限 

都市計画施設の区域内は、法第５３条と法第５５条で建築行為が制限されています。

また、法第５９条の都市計画事業区域内は、法第６５条に基づく土地の形質の変更や

建築物の建築等が制限されています。 

開発行為の設計を行う際は、これらの制限にも配慮する必要があります。具体的な

制限については下の表のとおりです。 

法第５５条の指定区域を含む場合の都市計画施設の設計にあたっては、事前に都市 

計画事業の施行予定者と調整を行う必要があります。これは、法第５５条の効力によ

り、開発行為完了後であっても建築行為を行うことができなくなることがあるからで

す。 

 
制限 

   の 

種類 

法第１１条の施設 

 

（法第５３条 建築許可） 

法第５５条指定区域内 

 

（法第５５条 

建築許可の特例） 

法第５９条 

都市計画事業区域内 

（法第６５条 

建築等の許可） 

開 

発 

行 

為 

開発行為に係る規定は無し。 

 

 

 

開発行為に係る規定は無し。 

 

 

土砂の堆積、土地の形質の変

更は、都道府県知事の許可が

必要。（土地収用法が適用さ

れる事業であり、一般的には

許可されないで、収用され

る。） 

建 

築 

行 

為 

法第５４条の許可基準に

適合する場合、建築の許可を

しなければならい。 

法第５３条の建築の許可

をしないことができる。 

ただし、当該土地の買取を

しない場合は、建築の許可を

しなければならない。 

建築物の建築は、都道府県

知事の許可が必要。土地収用

法が適用される事業であり、

一般的には許可されない。 
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第２節 第２款  道 路 

第１ 道路の機能の確保（政令第２５条第１号） 

 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

政令第２５条 法第３３条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。

以下同じ。）に規定する技術的細目のうち、法第３３条第１項第２号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

一  道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害す

ることなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路

と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。 

 

〈解 説〉 

政令第２５条第１号は、開発区域内の道路が都市計画で定められている道路や開発区

域外の道路の機能を阻害せず、これらと一体となって機能を有効に発揮されるように設

計されていることについて規定されています。そのため道路に関する設計をする際に

は、開発区域内だけでなく、その周辺の道路配置状況、交通状況を把握して、適切に開

発区域内の道路配置を行うとともに、道路が都市の根幹となる道路まで通じていること

が必要です。 

なお、「都市の根幹となる道路（道路法第５条、第７条）」とは、道路網構成上の役割

分担から、国道、県道、幹線となる市道が該当します。 

これらのうち、道路整備計画があって、整備が終わったもの又は整備は済んでいない

が整備する主体と意思が明確になっているものについては、都市の根幹となる道路とな

ることが明らかです。しかし、名称のみで道路整備計画がないもの、整備する主体と意

思が明確になっていないものは、都市の根幹となる道路とはいえません。 

また、本号の根拠となっている法第３３条第１項第２号では、都市計画が定められて

いる場合は、設計がこれに適合していることと規定されています。 
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第２ 敷地が接しなければならない道路（政令第２５条第２号） 

 

政令第２５条 法第３３条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。

以下同じ。）に規定する技術的細目のうち、法第３３条第１項第２号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

二 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、６メートル以上１

２メートル以下で国土交通省令（省令第２０条）で定める幅員（小区間で通行上支障がない

場合は、４メートル）以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように

配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の

地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合

であって、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障

がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令（省令第２０条の２）で定めるものが

配置されているときは、この限りでない。 

（道路の幅員） 

省令第２０条 令第２５条第２号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又

は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が１０００平方メー

トル未満のものにあっては６メートル（多雪地域で、積雪時における交通の確保のた

め必要があると認められる場合にあっては、８メートル）、その他のものにあっては９

メートルとする。 

（令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で定める道路） 

省令第２０条の２ 令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲

げる要件に該当するものとする。 

 一 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路である

こと。 

二 幅員が４メートル以上であること。 

 

〈解 説〉 

政令第２５条第２号は、省令で定めた最小幅員以上の幅員の道路が最低一つは敷地に

接するように配置されていなければならないことについて規定されています。これによ

り、法第３３条第１項第２号でいう環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上、事業

活動の効率上支障がない道路の配置を確保するものです。 

「敷地に接する」とは、道路が敷地の隣にあるだけではなく、人や車両の出入りが可

能であること等機能的に道路と敷地が接続されていることをいいます。 

なお、敷地に接する最低一つ以外の道路について開発許可を申請しようとする者は、

法第３２条による道路管理者との協議を行うものとします。 

 

１ 敷地に接する道路の最小幅員 
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敷地が接しなければならない道路の最小幅員は、敷地の種類・規模に応じて政令第２

５条第１項第２号及び省令第２０条、同第２０条の２で規定されています。 

（１）原則（政令第２５条第１項第２号本文及び省令第２０条） 

  ① 面積にかかわらず住宅の敷地（自己居住用には適用なし）の場合は６ｍ 

  ② 住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地で１０００㎡未満の場合は

６ｍ 

  ③ 住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地で１０００㎡以上の場合は

９ｍ 

  ④ 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で、小区間で通行上支障が

ない場合は４ｍ 

  利用者がその道路に面する敷地に居住する者等に限られる道路配置となっており、通

過交通の生じる可能性が少ない場合であって、かつ、その延長が概ね街区の一辺の長さ

（１２０ｍ）以下であるときは、これに該当するものと考えます。   

 

予定建築物等の 

敷地の面積  

 

用途 

 

１０００㎡未満 

 

１０００㎡以上 

住
宅 

自己用住宅 適用なし※ 適用なし※ 

それ以外の住宅 ６ｍ ６ｍ 

住宅以外の建築物 ６ｍ ９ｍ 

特定工作物 ６ｍ ９ｍ 

※自己居住用の住宅を建築するための開発行為は、法第３３条第１項第２号により、

本号の適用はありません。 

 

（２）道路を整備しない開発行為の例外（政令第２５条第１項第２号ただし書及び省令第

２０条の２） 

 道路を整備しない開発行為であって、上記の原則によることが著しく困難であり、

４ｍ以上の幅員で土地利用上の支障が生じない道路が既に配置されている場合は、当

該既存道路を敷地が接しなければならない道路とすることができます。 

 本号ただし書が適用できるのは、「開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地

の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合」

であって、「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障が

ないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されている

とき」の二つの要件を備えている場合です。 

 また、省令で定めるものとは、省令第２０条の２で規定されており、「開発区域内

に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること」と「道路
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の幅員が４ｍ以上であること」を要件としています。 

① 開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等を総合

的に勘案して、原則の基準によることが著しく困難と認められる場合 

  ア 開発区域の規模 

開発区域の規模が小さい場合等で、開発区域内に居住し、又は事業を営むこと

となる者の環境保全・防災・通行の安全・効率的な事業活動に与える影響と比較

し、本号本文の幅員の道路を配置することに伴う負担が著しく過大と認められる

場合等 

イ 開発区域の形状 

開発区域が扁平である場合等で開発区域内において、本号本文の幅員の道路を

配置することが著しく困難である場合や、開発区域の既存道路への接続部分の間

口が狭小である場合で、開発区域内に居住し、又は事業を営むこととなる者の環

境保全・防災・通行の安全・効率的な事業活動に与える影響と比較し、本号本文

の幅員の道路を配置することに伴う負担が著しく過大と認められる場合等 

ウ 開発区域周辺の土地の地形 

開発区域周辺に崖や河川等が存在しているため、本号本文の幅員の道路を配置

することが著しく困難である場合等 

エ 開発区域周辺の土地の利用の態様 

既存道路沿いに建築物が連たんしているため、本号本文の幅員の道路を配置す

ることが著しく困難である場合等 

ここでいう連たんとは、建築物の数のみで判断されるべきものではなく、開発

区域内に居住し、又は事業を営むこととなる者の環境保全・防災・通行の安全・

効率的な事業活動に与える影響と比較し、本号本文の幅員の道路を配置すること

に伴う負担が著しく過大と認められること等を総合的に勘案する必要がありま

す。 

  ② 環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと

認められる規模及び構造であり幅員４ｍ以上を備える道路 

  ア 環境の保全上支障がない規模・構造 

  環境の保全上支障がないとは、開発区域内に居住・事業することとなる者のた

めに、良好な市街地の環境を確保する観点から、日照、通風、採光等の点で支障

がないことをいいます。 

  イ 災害の防止上支障がない規模・構造 

  災害の防止上支障がないとは、開発区域内に居住・事業することとなる者の避

難活動上支障がないこと、消防活動上支障がないことをいいます（消防車・救急

車等が進入可能であること、消防水利が適切に確保されていること等）。 

ウ 通行の安全上支障がない規模・構造 

通行の安全上支障がないとは、開発区域内に居住・事業することとなる者の通

行について、車両通行の安全、歩行者通行の安全の二点について、支障がないこ
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とをいいます。 

車両通行の安全上支障がないとは、当該道路の通過交通が少なく、かつ、一日

あたりの車両の交通量も少ないことをいいます（車両の交通量については、道路

構造令で規定される計画交通量等を参考にします）。 

歩行者通行の安全上支障がないとは、歩行者の数が多くないことをいいます

(商店が連たんして多数の買い物客が往来する道路、多数の者の通勤、通学の用に

供されている駅周辺の道路は通常、該当しないと考えられます）。 

また、予定建築物等の用途が、多数の車両の出入りが見込まれるものでないこ

とをいいます（大規模集合住宅、大規模商業施設等の大規模集客施設や大規模流

通業務施設等は通常該当しないと考えられます）。 

 エ 事業活動の効率上支障がない規模・構造 

事業活動の効率上支障がないとは、開発区域内で事業を行うこととなる者の事

業活動に支障を生じないことをいいます。 

 

   本市においては、予定建築物等の用途、開発区域の面積の相関関係等を加味し、環

境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がない規模・構

造の道路の幅員として、市条例別表第５の１の項（１）に基準を定めています。 

 

（法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（道路に関するもの）） 

市条例別表第５の１の項 

（１）敷地に接することとなる道路及び開発区域内の主要な道路の幅員は、次のとおりと

する。 

予定建築物の用途 開発区域の面積 道路幅員 

住宅 

3,000平方メートル未満 ４メートル以上 

3,000平方メートル以上 

6,000平方メートル未満 
５メートル以上 

6,000平方メートル以上 ６メートル以上 

住宅以外 

1,000平方メートル未満 ４メートル以上 

1,000平方メートル以上 

30,000平方メートル未満 
６メートル以上 

30,000平方メートル以上 ９メートル以上 

特定工作物 
1,000平方メートル未満 ６メートル以上 

1,000平方メートル以上 ９メートル以上 
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２ 道路幅員の考え方 

最小幅員を有する道路ととらえられるのは、その幅員を必要とされている区間におい

て、原則として、前述１及び２で求められる最小幅員が確保されている道路となります。 

道路幅員は、道路としての形状がある区域の幅員、つまり、道路構造令に規定する歩

道及び自転車道又は自転車歩行車道、車道、中央帯及び路肩の区域の幅員をいい、具体

的には、以下のようになります。 

 

 

３ 道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置 

法第３３条の技術基準は、開発に関する計画を都市計画に適合させるようにその基準

が作られています。また、道路はある程度連続してその幅員を有していることにより、

その機能を効果的に発揮します。 

「道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されている」とは、本号で定め

る最小幅員以上の幅員を有すると認められる道路が、敷地のうち人や車両が出入りする

部分に接する箇所から、都市の根幹となる道路（国県道、幹線となる市道等）に接続す

るまで配置されていることをいいます。 

つまり、各敷地から、都市の根幹となる道路までの間において本号で規定する幅員が

原則とれていることが必要です。 

道路区域 
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概念図 

開発区域 

都市の根幹となる道路 

最小幅員以上の幅員の道路が

配置されている区間 

 

都市の根幹となる道路 

開発区域 

最小幅員以上の幅員の道路が

配置されている区間 

都市の根幹となる道路 

「予定建築物等の敷地に接す

る箇所」から「都市の根幹とな

る道路」まで最小幅員以上の幅

員の道路が配置されている必

要があります。 

開発区域 
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第３ 市街化調整区域の大規模開発における１２ｍ道路の配置 

（政令第２５条第３号） 

 

政令第２５条 法第３３条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。

以下同じ。）に規定する技術的細目のうち、法第３３条第１項第２号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

三 市街化調整区域における開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為（主と

して第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第６号及び

第７号において同じ。）にあっては、予定建築物等の敷地から２５０メートル以内の

距離に幅員１２メートル以上の道路が設けられていること。 

 

〈解 説〉 

政令第２５条第３号は、市街化調整区域の２０ヘクタール以上の開発行為を行う場

合、幅員１２ｍ以上の道路が開発区域内の各予定建築物等の敷地から２５０ｍ以内に配

置されている必要があることについて規定されており、市街化区域と同等の幹線道路の

密度を確保することを目的としています。 

市街化区域では幅員１２ｍ以上の道路が、おおむね５００ｍメッシュとなるように都

市計画決定されることとなっていますが、市街化調整区域では、原則として都市計画決

定はされません。したがって、市街化調整区域で大規模な市街地を造るような２０ヘク

タール以上の開発行為の場合は、開発行為完了後に市街化区域となることが想定される

ので、市街化区域と同水準の道路をあらかじめ配置することとしたものです。 

なお、第二種特定工作物の建設を目的とした開発行為は、開発行為が完了した後も市

街化区域となることが直ちに想定されないこと、その施設自体が一敷地としての土地利

用を目的としていること等の理由で本号の適用はありません。 
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第４ 開発区域内の主要な道路が接続する道路（政令第２５条第４号） 

 

政令第２５条 法第３３条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。

以下同じ。）に規定する技術的細目のうち、法第３３条第１項第２号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員９メートル（主として住宅の建築

の用に供する目的で行う開発行為にあっては、６．５メートル）以上の道路（開発

区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支

障がない道路）に接続していること。 

 

〈解 説〉 

政令第２５条第４号は、法第３３条第１項第２号で規定している「開発区域内の主要

な道路が開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること」を

具体化させたものが規定されており、開発区域内の主要な道路が開発区域外の既存の道

路に接続することにより、新たな開発行為を行う土地と周辺地域が、道路交通機能上一

体となることを目的としています。 

なお、開発区域と接する箇所の終端部から都市の根幹となる道路に接続するまでの区

間は、原則として基準で定められた最小幅員以上の幅員で整備されてあることが必要で

す。 

 

概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 幅員 

開発区域内の主要な道路が接続する開発区域外の道路が、原則として確保しなければ

ならない最小幅員は、次の表のとおりです。 

また、開発区域周辺の道路状況によりやむを得ないと認められる場合は、車両の通行

に支障がない道路に接続していることと規定されています 

 

 

都市の根幹となる道路 

最小幅員以上の幅員の

道路が配置されている

区間 

開発区域 
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用途 幅員 

原則（住宅以外） ９ｍ 

住宅 ６．５ｍ 

やむを得ない場合 車両の通行に支障がない道路 

※  自己居住用の住宅を建築するための開発行為は、法第３３条第１項第２号によ

り、本号の適用はありません。 

 

２ 開発区域周辺の道路状況によりやむを得ないと認められるとき 

「開発区域の周辺の道路状況によりやむを得ないと認められる場合」とは、開発区域

周辺が４ｍ程度の幅員で道路網が形成されている住宅地など、基準で定める幅員の道路

への接続を求めることが現実的に相当でない場合をいいます。 

 

３ 車両の通行に支障がない道路 

「車両の通行に支障がない道路」とは、開発行為によって発生が予想される車両のす

れ違い等に歩行者通行の安全を加味した上で、支障がない幅員を有する道路のことをい

います。 

本市においては、予定建築物等の用途、開発区域の面積の相関関係を加味し、車両の

通行に支障がない道路の幅員として、市条例別表第５の１の項（２）に基準を定めてい

ます。 

   

（法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（道路に関するもの）） 

市条例別表第５の１の項 

（１）敷地に接することとなる道路及び開発区域内の主要な道路の幅員は、次のとおりと

する。 

予定建築物の用途 開発区域の面積 道路幅員 

住宅 

3,000平方メートル未満 ４メートル以上 

3,000平方メートル以上 

6,000平方メートル未満 
５メートル以上 

6,000平方メートル以上 ６メートル以上 

住宅以外 

1,000平方メートル未満 ４メートル以上 

1,000平方メートル以上 

30,000平方メートル未満 
６メートル以上 

30,000平方メートル以上 ９メートル以上 

特定工作物 
1,000平方メートル未満 ６メートル以上 

1,000平方メートル以上 ９メートル以上 

（２）開発区域内の主要な道路が接続する道路の幅員は、（１）を準用する。 

 



 

- 73 - 

４ 袋路状道路への連結 

開発区域内の主要な道路が、既存の袋路状道路に連結（袋路状道路を延長するような

道路配置計画）し、一つの道路として機能するような道路配置計画の場合は、法第３３

条第１項第２号の趣旨を踏まえ、その袋路状道路部分も開発区域内の道路（いわゆる取

付道路）とみなします。よって、このような場合は、その袋路状道路が接続する道路を、

開発区域内の主要な道路が接続する道路として取り扱います。 

 

開発区域 

４号の基準による
最小幅員が配置さ
れている区間 

既存の袋路状道路 

都市の根幹となる道路 
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第５ 歩車道の分離（政令第２５条第５号） 

 

政令第２５条 法第３３条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。

以下同じ。）に規定する技術的細目のうち、法第３３条第１項第２号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

 五  開発区域内の幅員９メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。 

 

〈解 説〉 

政令第２５条第５号は、開発区域内の道路のうち９ｍ以上の道路は、歩車道が分離さ

れていることについて規定されています。 

なお、歩道の設置を計画する場合は、道路構造令の規定に基づき、歩道の幅員は２ｍ

以上（歩行者の交通量が多い道路は幅員３．５ｍ以上）で計画することになります。 

本来は開発区域内すべての道路を歩車道分離し、歩行者の安全と円滑な車両通行を確

保すべきなのですが、幅員の狭い道路まで歩車道を分離すると、車道幅員が極端に狭く

なり、車両通行に支障をきたすことが予想され、また、区域外の既存の道路とアンバラ

ンスが生じること等が考えられます。そこで、歩車道が分離されることが合理的なもの

として、道路構造の一般的な事項を定めた道路構造令の規定を準用し、６ｍの車道を確

保し、両側に０．５ｍの路肩を設け、片側に２ｍの歩道を設けることを想定した９ｍ以

上の道路幅員の場合のみ、歩車道分離を義務化したものです。ただし、９ｍ未満の道路

幅員の場合でも、その道路を管理することとなる者と協議した上で歩車道を分離するこ

とを妨げるものではありません。 
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第６ 道路に関する共通事項 

１ 道路の構造（省令第２４条第１号） 

 

（道路に関する技術的細目） 

省令第２４条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、

次に掲げるものとする。 

一 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、

適当な値の横断勾配が附されていること。 

（法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（道路に関するもの）） 

市条例別表第５の１の項 

（３）原則として、長尺Ｕ形側溝を道路の両側に布設し、アスファルト舗装道路として整

備する。 

（４）原則として、道路の横断勾配は、２パーセントとする。 

 

〈解 説〉 

省令第２４条第１号は、開発区域内の道路の構造について規定されています。 

（１）道路の構造について 

道路の構造については、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構

造と規定されています。道路は、すべて舗装されていることが望ましいのですが、本

法制定当時はこれを義務づけるには多少無理があったため、砂利敷その他の安全かつ

円滑な交通に支障を及ぼさない構造としたものです。したがって、「その他の安全か

つ円滑な交通に支障を及ぼさない構造」とは、道路としての機能を発揮する上で、砂

利敷以上の機能が期待できる舗装とします。なお、道路の管理・帰属は、原則として

本市になりますので、本市が整備する道路の水準と整合を図る必要があります。また、

本市以外の管理者を定める場合についても、将来、本市管理の道路になる可能性があ

りますので、同様に本市が整備する道路の水準と整合を図る必要があります。 

（２）横断勾配について 

道路に雨水、散水等により水たまりができるのを防ぐために横断勾配をつけ、次号

で設置することを求めている道路の排水施設に集水し、開発区域外へと排出すること

を目的としています。 

本市においては、市条例別表第５の１の項（３）（４）に基準を定めています。 
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２ 道路排水施設の設置（省令第２４条第２号） 

 

省令第２４条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、

次に掲げるものとする。 

二 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設

けられていること。 

（法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（道路に関するもの）） 

市条例別表第５の１の項 

（３）原則として、長尺Ｕ形側溝を道路の両側に布設し、アスファルト舗装道路として整

備する。 

 

〈解 説〉 

省令第２４条第２号は、開発区域内の道路に排水施設を設けることについて規定され

ています。道路には雨水、散水等を速やかに排水するために側溝、街渠を設置するか、

これと同等と認められる施設を設ける必要があります。これらの施設は、排水機能を維

持させるため堅固で耐久力を有する構造で設計します。 

また、本号で設置することとなる側溝、街渠等は、排水施設にも該当するため、法第

３３条第１項第３号及びそれに関する政省令の基準も適用されます。 

本市においては、市条例別表第５の１の項（３）に基準を定めています。 

 

３ 道路の縦断勾配（省令第２４条第３号） 

 

省令第２４条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、

次に掲げるものとする。 

三 道路の縦断勾配は、９パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得

ないと認められる場合は、小区間に限り、１２パーセント以下とすることができる。 

（法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（道路に関するもの）） 

市条例別表第５の１の項 

（５）原則として、道路の縦断勾配は、０．３パーセント以上５パーセント以下とする。 

 

〈解 説〉 

省令第２４条第３号は、開発区域内の道路の縦断勾配を９％以下とすることについて

規定されています。後段のただし書きは、地形等によりやむを得ないと認められる場合

は、小区間に限り、１２％以下とすることができるというものです。本号の縦断勾配は、

区域内道路の路線や交差点間の平均勾配と規定されていないことから、道路の最大勾配

を規定していると解します。 

また、「やむを得ないと認められる場合」とは、開発区域の地形、想定される交通の
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質や量、緊急車両の活動等を考慮し、支障がない範囲であることをいいます。 

本市においては、市条例別表第５の１の項（５）に基準を定めています。 

 

４ 階段状道路（省令第２４条第４号） 

 

省令第２４条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、

次に掲げるものとする。 

四  道路は、階段状でないこと。ただし、もっぱら歩行者の通行の用に供する道路で、

通行の安全上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。 

 

〈解 説〉 

省令第２４条第４号は、開発区域内の階段状道路を禁止する旨について規定されてい

ます。 

階段状道路は、一般車両の通行が不可能であり、車両の通行上支障があるため、原則、

禁止としておりますが、歩行者専用道路である場合に限り、階段状道路を認める緩和規

定が設けられています。 

 

５ 袋路状道路（省令第２４条第５号） 

 

省令第２４条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、

次に掲げるものとする。 

五  道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道

路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合

等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。 

（法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（道路に関するもの）） 

市条例別表第５の１の項 

（６）施行規則第２４条第５号ただし書の規定により、道路を袋路状とするときは、当該

道路の延長又は当該道路と他の道路との接続が予定されている場合のほか、予定建築物

等の用途が住宅で開発区域の規模が１，０００平方メートル未満であって、次に掲げる

場合のいずれかに該当しなければならない。 

 ア 延長（既存の幅員６メートル未満の袋路状道路に接する場合にあっては、当該袋路

状道路が他の道路に接続するまでの部分を含む。ウにおいて同じ。）が３５メートル

以下の場合 

 イ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接

続している場合 

 ウ 延長が３５メートルを超える場合で、終端及び区間３５メートル以内ごとに規則で

定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合 

 エ 幅員が６メートル以上の場合 
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 オ アからエまでに準ずる場合で、市長が周辺の状況により避難及び通行の安全上支障

がないと認めた場合 

（条例別表第５の１法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（道

路に関するもの）の項の（６）のウの規則で定める基準） 

市条例施行規則別表第４の１の項 

 別表第３の１条例別表第４の１道路の項の（５）の規則で定める基準の項に定めるとこ

ろによる。 

（条例別表第４の１道路の項の（５）の規則で定める基準） 

市条例施行規則別表第３の１の項 

１ 転回広場 

  基準については、「道路の位置の指定、変更及び廃止の取扱い基準の一部改正につい

て」（平成１４年４月１日付け指第２号）における「建築基準法施行令第１４４条の４

第１項第１号ハによる自動車転回広場の基準」に準じた自動車の転回広場が設けられて

いること。 

（取付例） 
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〈解 説〉 

  省令第２４条第５号は、開発区域内の道路は原則として袋路状でないこと（Ｐ字状の

道路を含む）を規定されています。その例外として、ただし書で、防災避難上と車両の

通行上の二点について支障がない場合は、袋路状であってもやむを得ないとする緩和規

定が設けられています。 

また、袋路状となる道路が供用開始される道路（整備工事に着手し開発行為の完了と

ほぼ同時期に供用開始が見込める場合）に接続し袋路状でなくなるものは、袋路状でな

いとみなします。 

１ 例外 

本号ただし書は、道路が袋路状でないことの例外として、避難上と車両の通行上の二

点について支障がない場合は、袋路状道路であってもやむを得ないとしています。 

袋路状の道路は、配置の仕方によっては、通過交通を排除し、静かで良好な住環境を

確保できるという場合もあることから、緩和規定が設けられています。 

（１）避難上支障がない場合 

「避難上支障がない」とは、通り抜けと同程度の避難機能が確保されていることを

いいます。すなわち、袋路状となる道路の終端部が、歩行者専用道路や公園等の公共

施設に接続され、通り抜け道路と同じように二方向への避難が可能な計画となること

をいいます。 

また、１，０００㎡未満の開発行為は、政令第１９条第１項で市街化区域の規制規

模未満であることを考慮し、避難通路を設けることが周辺地域の公共施設配置状況や

地形的条件から困難な場合に限り、避難通路を設けなくてもやむを得ないとします。 

なお、避難用通路は、新設する場合と既存の場合が想定されます。新設する場合は、

避難用通路の一定水準を確保し、本市が道路として管理する場合に支障がないように、

道路構造令に規定する歩行者専用道路の基準を満たすように設計します。既存の場合

は、その避難用通路が、道路構造令に基づく歩行者専用道路でなくても、法定外公共

施設等避難機能が恒久的に確保されていれば足ります。 
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（２）通行上支障がない場合 

「通行上支障がない場合」は、基準で定められた道路幅員が確保されていることと

袋路状となる道路の延長距離と転回広場の設置によって判断します。なお、道路幅員

については、政令第２５条第２号及び第４号で道路の最低幅員が定められているので

本号では規定しません。 

道路延長は、長区間を袋路状とすることは通行の支障があるので、極めて小区間と

します。「小幅員区画道路の計画基準（案）について」で想定している街区が一辺１

２０ｍとしているので、その半分程度は認められると考えられます。 

転回広場については、原則として建築基準法の道路位置指定制度における転回広場

の設置基準に準じて設計します。 

 

審査基準 

１ 袋路状でないこと 

  区域内道路の一方は、政令第２５条第２号又は第４号に規定する道路に接続し、もう

一方は、「小型自動車」が通常通行できる幅員を有する道路に接続していること。 

 

２ 避難上及び車両の通行上支障がない場合 

（１） 避難上支障がない場合とは、以下のア及びイに該当する場合とする。 

  ア 道路配置計画が以下の事項のいずれかに該当すること 

  （ア） 袋路状道路の終端が、避難用通路、公園等災害時に避難することが可能な公

共施設に接続し、かつ、その公共施設が他の道路に接続しているもの。 

  （イ） 袋路状道路の終端が、将来計画されている公園等災害時に避難することが可

能な公共施設に接続することが予定され、その公共施設が整備事業に着手さ

れ、かつ、他の道路に接続する予定のもの。 

  （ウ） 開発区域及び周辺地域の地形並びに道路配置状況等により、（ア）及び（イ）

とすることが困難な場合であって、開発区域の面積が１，０００㎡未満のもの。 

イ 袋路状道路の終端に接続する避難用通路を新たに計画する場合は、道路構造令で

規定する歩行者専用道路の基準を満たす幅員、構造で設計されていること。 

 

（２） 通行上支障がない場合とは、以下のア又はイのいずれかに該当する場合とする。 

ア 道路配置計画が、以下のすべてに適合するように設計されていること。 

（ア） 袋路状道路の延長は、袋路状ではない道路と接続する箇所と当該袋路状道路

の終端部との間が、おおむね６０ｍ以内であること。 

（イ） 道路幅員が６ｍ未満であり道路延長が３５ｍを超える場合は、道路の終端部

及び３５ｍ以内ごとに、「道路の位置の指定、変更及び廃止の取扱い基準の一

部改正について」（平成１４年４月１日付、建指第２号）における「令第１４

４条の４第１項第１号ハによる自動車転回広場の基準」に準じた自動車の転回
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広場が設けられていること。 

  イ 袋路状道路について、都市計画法第３２条第２項の規定に基づく協議（市条例に

基づく手続き）の中で、市自らが管理者になることが明記されていること 
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６ 街角の切り取り（隅切り）（省令第２４条第６号） 

 

省令第２４条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、

次に掲げるものとする。 

六 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路の

まがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。 

（法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（道路に関するもの）） 

市条例別表第５の１の項 

（７）すみ切りの長さは、規則で定めるものとする。 

（条例別表第５の１法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（道

路に関するもの）の項の（７）の規則で定めるすみ切りの長さ） 

市条例施行規則別表第４の１の項 

 市条例施行規則別表第３の１条例別表第４の１道路の項の（５）の規則で定める基準の

項に定めるところによる。 

（条例別表第４の１道路の項の（５）の規則で定める基準） 

市条例施行規則別表第３の１の項 

 ２ すみ切りの長さ 
 

道 路 

幅 員 
40ｍ以上 

20ｍ以上 

４0ｍ未満 

15ｍ以上 

20ｍ未満 

12ｍ以上 

15ｍ未満 

10ｍ以上 

12ｍ未満 

８ｍ以上

10ｍ未満 

６ｍ以上 

８ｍ未満 

４ｍ以上 

６ｍ未満 

４０ｍ以上 
１２ １０ ８ ６         
１５ １２ １０ ８         
８ ８ ６ ５         

２０ｍ以上 

４０ｍ未満 

１０ １０ ８ ６ ５       
１２ １２ １０ ８ ６       
８ ８ ６ ５ ４       

１５ｍ以上 

２０ｍ未満 

８ ８ ８ ６ ５ ５ ５   
１０ １０ １０ ８ ６ ６ ６   
６ ６ ６ ５ ４ ４ ４   

１２ｍ以上 

１５ｍ未満 

６ ６ ６ ６ ５ ５ ５   
８ ８ ８ ８ ６ ６ ６   
５ ５ ５ ５ ４ ４ ４   

１０ｍ以上 

１２ｍ未満 

  ５ ５ ５ ５ ５ ５ ３ 
  ６ ６ ６ ６ ６ ６ ４ 
  ４ ４ ４ ４ ４ ４ ２ 

 ８ｍ以上  

１０ｍ未満 

   ５ ５ ５ ５ ５ ３ 
   ６ ６ ６ ６ ６ ４ 
   ４ ４ ４ ４ ４ ２ 

６ｍ以上  

８ｍ未満 

   ５ ５ ５ ５ ５ ３ 
   ６ ６ ６ ６ ６ ４ 
   ４ ４ ４ ４ ４ ２ 

４ｍ以上 

６ｍ未満 

         ３ ３ ３ ３ 
         ４ ４ ４ ４ 
         ２ ２ ２ ２ 
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備考 

 （１） 上段 交差角 ９０°前後 

中段 交差角 ６０°以下 

  下段 交差角 １２０°以上 

（２） 工業団地等で大型車の出入りが見込まれる場合は、この表を適用しない 

（３） 道路構造令等に基づき設計されている場合は、この表を適用しない  

（４） 片側隅切りの場合 

   両側隅切りを設けることが不可能な場合は、次のとおり隅切りを設置するものとする 

 ア 交差又は接続する道路の幅員が４メートル以上６メートル未満の場合は、 

  ２辺の長さが３メートルとなる隅切りを設置すること 

 イ 交差又は接続する道路の幅員が６メートル以上８メートル未満の場合は、 

    ２辺の長さが４メートルとなる隅切りを設置すること 

 

〈解 説〉 

省令第２４条第６号は、区域内道路の街角の切り取り（いわゆる「隅切り」）の長さ

について規定されています。一定の視距を確保することと円滑な自動車交通を確保する

ため、歩道がない道路が同一平面で交差や接続する箇所及び歩道のない道路の曲がり角

は、適当な長さで隅切りを設けなければなりません。 

本市においては、市条例施行規則別表第３の１の項２に基準を定めています。 

 

１ 切り取る（隅切り）長さ 

隅切りの長さは、道路構造令では規定する車両の軌跡に基づいて算出することを基本

としています。ただし、開発許可制度のような大小多数の道路がネットワークを形成し、

多数の平面交差、曲がり角を設計する場合に、そのひとつひとつの隅切りを道路構造令

に基づいて隅切り長を算定し設計することを求めることは合理的とは言えません。その

ため本市では、あらかじめ市条例施行規則別表第３の１の項２により道路幅員に応じた

適切な隅切りの長さを示した値を基準として定めて申請、審査の合理化を図っていま

す。取り扱いについては、基準で定める隅切りの長さを底辺として、切り取られること

となる街角が二等辺三角形になるように設計します。 

 

 

 

 

 

 

開発区域 

隅切り 

切り取る街角 
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７ 歩車道を分離する工作物（省令第２４条第７号） 

 

省令第２４条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、

次に掲げるものとする。 

七  歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって車道から分離されて

いること。 

 

〈解 説〉 

省令第２４条第７号は、歩車道を分離する際は、工作物によって分離することについ

て規定されています。 

開発区域内に設置する歩道は、縁石線（歩車道境界ブロック等により構成される線）

やさく、これらと同等の効果があると認められる工作物によって、車道から分離されな

ければなりません。 
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第７ 道路に関する基準の強化及び緩和 

（政令第２９条の２・省令第２７条の４） 

 

（条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準） 

政令第２９条の２ 法第３３条第３項（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。次項において同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次

に掲げるものとする。 

 二 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路の幅員

の最低限度について、１２メートル（小区間で通行上支障がない場合は、６メート

ル）を超えない範囲で行うものであること。 

三 第２５条第３号の技術的細目に定められた制限の強化は、開発区域の面積につい

て行うものであること。 

 四 第２５条第５号の技術的細目に定められた制限の強化は、歩車道を分離すべき道 

  路の幅員の最低限度について、５．５メートルを下らない範囲で行うものであるこ

と。 

２ 法第３３条第３項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げ

るものとする。 

二 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の緩和は、既に市街地を形成して

いる区域内で行われる開発行為において配置すべき道路の幅員の最低限度につい

て、４メートル（当該道路と一体的に機能する開発区域の周辺の道路の幅員が４メ

ートルを超える場合には、当該幅員）を下らない範囲で行うものであること 

（令第２９条の２第１項第１２号の国土交通省令で定める基準） 

省令第２７条の４ 令第２９条の２第１項第１２号の国土交通省令で定める基準は、次

に掲げるものとする。 

二  第２４条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候若しくは風土

の特殊性又は土地の状況により必要と認められる場合に、同条各号に掲げる基準と

異なる基準を定めるものであること。 

 

〈解 説〉 

政令第２９条の２第１項第２号から第４号及び省令第２７条の４第２号は、地方公

共団体が条例を定めることにより、道路基準の強化ができます。また、政令第２９条

の２第２項第２号では、同じく地方公共団体が条例を定めることにより、道路基準の

緩和ができます。内容を整理すると次の表のとおりとなります。 
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○道路に関する基準の強化 

 

○道路に関する基準の緩和 

強化の対象 強化の範囲 参 考 

政令第 25条第 2号 

敷地が接しなければな

らない道路の最低幅員 

道路幅員の最低限度を１２ｍ（小区

間で通行上支障がない場合は６ｍ）

まで強化できる。 

開発許可運用指針 

Ⅰ－５－１０（２） 

 

政令第 25条第 3号 

市街化調整区域の大

規模開発における１２

ｍ道路の配置 

１２ｍ以上の幅員の道路を配置しな

ければならない開発区域の面積を、

２０ヘクタールから引き下げることが

できる。 

開発許可運用指針 

Ⅰ－５－１０（３） 

 

政令第 25条第 5号 

歩車道の分離 

歩道と車道を分離すべき道路幅員

について、５．５ｍを下まわらない範

囲で最低限度を定めることができ

る。 

開発許可運用指針 

Ⅰ－５－１０（４） 

 

省令第 24条各号 

道路に関するその他

の技術的細目 

 

その地方の気候や風土の特殊性又

は土地の状況により必要と認められ

る場合に、省令第２４条各号の基準

と異なる基準を定めることができる。 

この場合、いわゆる上乗せの基準

だけでなく、横だしの基準を定めるこ

とも可能です。 

開発許可運用指針 

Ⅰ－５－１０（１２） 

緩和の対象 緩和の範囲 参 考 

政令第 25条第 2号 

敷地が接しなければな

らない道路の最低幅員 

道路幅員の最低限度を４ｍ（当該道

路と一体的に機能する開発区域の

周辺の道路の幅員が４ｍを超える

場合には、当該幅員）を下らない範

囲で緩和できる。 

開発許可運用指針 

Ⅰ－５－１１（２） 
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第２節 第３款 公園・緑地・広場 

第１ 公園・緑地・広場の設置 

（開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の場合） 

（政令第２５条第６号） 

 

政令第２５条 法第３３条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。

以下同じ。）に規定する技術的細目のうち、法第３３条第１項第２号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

六 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為にあっては、

開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の３パーセント以上の公園、緑地又は広場

が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が

存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一であ

る場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案し

て特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。 

（法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（公園等に関するも

の）） 

市条例別表第５の２の項 

  施行令第２９条の２第１項第５号及び第６号の規定に基づき設置すべき公園、緑地又

は広場の面積の最低限度は、１箇所当たり１００平方メートル以上とする。 

 

〈解 説〉 

政令第２５条第６号は、開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の

場合の公園、緑地、広場（以下「公園等」という。）の設置について規定されています。 

ただし、既に都市計画事業等によって開発区域周辺に公園等が整備されている場合

等、既存の公園等に関する誘致距離、面積、開発区域の住民が支障なく利用できること

等を総合的に勘案して判断します。 

本市においては、市条例別表第５の２の項に基準を定めています。 

また、埼玉県では「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により、緑化の推進に努

めています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

政令２５条 要 件 基 準 

本文 
必要面積（１箇所あたり） 市条例による 

設置施設 公園、緑地又は広場 

ただし書 

開発区域周辺の状況や予定建築物等の用途、敷地の配置を

勘案し、特に必要でないと認められる場合は、開発区域内に

公園等を設けなくてもよい 
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第２ 公園・緑地・広場の設置 

（開発区域の面積が５ヘクタール以上の場合） 

（政令第２５条第７号、省令第２１条） 

 

政令第２５条 法第３３条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。

以下同じ。）に規定する技術的細目のうち、法第３３条第１項第２号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

七 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、国土交通省令（省令第２１

条）で定めるところにより、面積が一箇所３００平方メートル以上であり、かつ、そ

の面積の合計が開発区域の面積の３パーセント以上の公園（予定建築物等の用途が

住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場）が設けられていること。 

（公園等の設置基準） 

省令第２１条 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、次に定める

ところにより、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園（予定建築物

等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において

同じ。）を設けなければならない。 

一 公園の面積は、一箇所３００平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が

開発区域の面積の３パーセント以上であること。 

二 開発区域の面積が２０ヘクタール未満の開発行為にあってはその面積が１，００

０平方メートル以上の公園が一箇所以上、開発区域の面積が２０ヘクタール以上の

開発行為にあってはその面積が１，０００平方メートル以上の公園が二箇所以上で

あること。 

（法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の強化又は緩和（公園等に関するも

の）） 

市条例別表第５の２の項 

  施行令第２９条の２第１項第５号及び第６号の規定に基づき設置すべき公園、緑地

又は広場の面積の最低限度は、１箇所当たり１００平方メートル以上とする。 

 

〈解 説〉 

政令第２５条第７号は、開発区域の面積が５ヘクタール以上の場合、省令第２１条で

定める規模で公園等の設置をすることについて規定されています。 

本市においては、市条例別表第５の２の項に基準を定めています。 

また、埼玉県では、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により、緑化の推進に努

めています。 

省令２１条 要 件 基 準 

１号 
必要面積（１箇所あたり） 市条例による 

設置施設(＊) 公園(＊) 
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＊設置施設について：予定建築物等の用途が住宅以外の場合は、公園・緑地・広場 

２号 
設置施設の 

規模等     

開発区域面積 

２０ｈａ未満 
1,000㎡以上の公園等１箇所以上 

開発区域面積 

２０ｈａ以上 
1,000㎡以上の公園等２箇所以上 
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第３ 公園の構造（省令第２５条） 

 

（公園に関する技術的細目） 

省令第２５条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、

次に掲げるものとする。 

一 面積が１０００平方メートル以上の公園にあっては、二以上の出入口が配置され

ていること。 

二 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他

利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。 

三 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられて

いること。 

四 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。 

 

〈解 説〉 

省令第２５条は、政令第２９条の規定に基づき、公園の構造について規定されていま

す。第１号で出入口、第２号でさく又はへいの設置、第３号で公園の敷地の形状や勾配、

第４号で排水施設の設置について規定されています。内容を整理すると以下のとおりで

す。 

 

省令第２５条 要件 基準 

第１号 出入口の配置 
面積が１，０００㎡以上の公園は、出入口を２

箇所以上設けること 

第２号 
さく又はへいの 

設置 

自動車交通量の著しい道路等との境界には、

さく又はへいを設置する等、利用者の安全を

確保する措置が図られていること 

第３号 敷地の形状・勾配 
遊戯施設等が有効に設置できるような敷地設

定になっていること 

第４号 排水施設の設置 

雨水、汚水等の排水施設が設けられ、それら

を有効に排出することができるようになってい

ること 
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第４ 公園に関する基準の強化および緩和 

（政令第２９条の２・省令第２７条の２・省令第２７条の４） 

 

政令第２９条の２ 法第３３条第３項（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。次項において同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次

に掲げるものとする。 

五 第２５条第６号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところによ

るものであること。 

イ 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設

の種類を、公園に限定すること。 

ロ 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度を定め

ること。 

ハ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の

最低限度について、６パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状

況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行う

こと。 

六 第２５条第７号の技術的細目に定められた制限の強化は、国土交通省令（省令第２７条

の２）で定めるところにより、設置すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは一箇

所当たりの面積の最低限度又はそれらの面積の合計の開発区域の面積に対する割合

の最低限度（６パーセントを超えない範囲に限る。）について行うものであること。 

２ 法第３３条第３項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げ

るものとする。 

三 第２５条第６号の技術的細目に定められた制限の緩和は、次に掲げるところによ

るものであること。 

 イ 開発区域の面積の最低限度について、１ヘクタールを超えない範囲で行うこと 

 ロ 地方公共団体が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を予定

している場合に行うこと 

（公園等の設置基準の強化） 

省令第２７条の２ 第２１条第１号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げ

るところにより行うものとする。 

一 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度を定める

こと。 

二 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最

低限度について、６パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並

びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。 

２ 第２１条第２号の技術的細目に定められた制限の強化は、設置すべき公園、緑地又

は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度について行うものとする。 
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（令第２９条の２第１項第１２号の国土交通省令で定める基準） 

省令第２７条の４ 令第２９条の２第１項第１２号の国土交通省令で定める基準は、次

に掲げるものとする。 

三 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の強化は、公園の利用者の安全の

確保を図るため必要があると認められる場合に、さく又はへいの設置その他利用者

の安全を図るための措置が講ぜられていることを要件とするものであること。 

 

〈解 説〉 

政令第２９条の２第１項第５号から第６号、省令第２７条の２及び第２７条の４第３

号は、地方公共団体が条例を定めることにより、公園等の基準の強化ができることにつ

いて定めております。  

また、政令第２９条の２第２項第２号では、同じく地方公共団体が条例を定めること

により、公園等基準の緩和ができることとしています。  

内容を整理すると以下の表のとおりです。 

  

○公園に関する基準の強化 

 

 

 

 

 

強化の対象 強化の範囲 参 考 

政令第 25条第 6号 
公園等の設置 
（開発区域面積が 
0.3ha以上５ha 
未満の場合） 

イ 主に住宅の建築を目的とする
開発行為の場合、設置すべき施設
を公園に限定することができる 

ロ 設置すべき公園等の数や１箇
所あたりの面積の最低限度を定

めることができる 
ハ 設置すべき公園等の総面積の
最低限割合を、６％を超えない

範囲で定めることができる 

開発許可運用指針 
Ⅰ－５－１０（５） 

政令第 25条第 7号 
公園等の設置 
（開発区域面積が 
５ha以上の場合） 

・ 設置すべき公園等の数や１箇
所あたりの面積の最低限度を定
めることができる 

・ 設置すべき公園等の総面積の
最低限割合を、６％を超えない
範囲で定めることができる 

開発許可運用指針 
Ⅰ－５－１０（６） 

省令第 25条 
公園の構造 

公園が自動車交通量の著しい
道路等に接する場合でなくても、

利用者の安全を確保するための
措置を講ずることができる 

開発許可運用指針 
Ⅰ－５－１０（１

３） 
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○公園道路に関する基準の緩和 

緩和の対象 緩和の範囲 参 考 

政令第 25条第 6号 
公園等の設置 
（開発区域面積が 

0.3ha以上５ha 
未満の場合） 

イ 開発区域の面積の最低限度に

ついて、１ヘクタールを超えない

範囲で行うことができる 

ロ 地方公共団体が開発区域の周
辺に相当規模の公園、緑地又は広
場の設置を予定している場合に
行うことができる 

開発許可運用指針 
Ⅰ－５－１１（３） 
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第２節 第４款 消防水利（政令第２５条第８号） 

 

政令第２５条 法第３３条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。

以下同じ。）に規定する技術的細目のうち、法第３３条第１項第２号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

八 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法 （昭和２３

年法律第１８６号）第２０条第１項の規定による勧告に係る基準に適合していない

場合において設置する貯水施設は、当該基準に適合しているものであること。 

 

〈解 説〉 

政令第２５条第８号は、消防活動に必要な水利が十分でない場合に設置する消防用貯

水施設に関する基準で、新たに設置される施設が消火活動を行うのに十分な能力を有す

ることについて規定されています。 

法第３３条１項第２号により、消防水利が十分に配置されていない区域で開発行為を

行う場合は、消防用貯水施設を設置することになります。地方公共団体等が消防用貯水

施設を設置する場合は、消防法第２０条第１項による勧告である「消防水利の基準」に

基づいて整備を行っています。開発許可制度で消防用貯水施設を整備する場合も「消防

水利の基準」と整合を図り、開発区域内で発生した火災を消火するのに十分な水利を確

保することを目的としています。 

１ 貯水施設以外の設置  

公共の用に供する空地である貯水施設のみの規定ですが、消防水利の基準を満たす

別の施設を設けることにより、消防水利の基準に適合させることも可能です。開発区

域内に消防水利の基準を満たしていない区域がないように設計してあれば、本号や法

第３３条第１項第２号の目的を達成できるからです。 

 

 

消防水利ってなあに？ 

  消防水利とは、災害が起きた際に消防用水として使用する消火栓や防火水槽などの設備を 

指します。水道事業者は公共の消防のため、水道に消火栓をつけなければならないことが 

水道法第２４条第１項に規定されています。 

主な消防水利として防火水槽、消火栓、河川などがあります。 

道路交通法では、消防水利や水利標識の周囲への駐車が禁止 

されています。消火栓、指定消防水利の標識が設けられてい 

る位置、又は消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔か 

ら５ｍ以内部分には駐車はやめましょう 
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第３節 排水施設 

第３節 第１款 排水施設の設計に関する基本的な考え方 

（法第３３条第１項第３号） 

 

法第３３条 

三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道                       

法（昭和３３年法律第７９号）第２条第１号に規定する下水を有効に排出するとと

もに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じな

いような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この

場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこ

れに適合していること。 

イ 当該地域における降水量 

ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第３号は、排水施設が、開発行為を行う地域の地理的、自然的条件

を調査し、下水（汚水及び雨水）を有効に排出することが可能であり、かつ、開発区域

やその周辺地域に溢水等の被害を生じないような構造・能力で適当に配置されるように

設計されていることについて規定されています。 

なお、下水道、河川等の排水施設に関する都市計画が定められている場合には、その

都市計画に適合するように設計されてなければなりません。 

 

 

１ 排水計画及び排水施設 

  排水計画は、開発が行われる地域に適した設計でなければなりませんので、地域の自

然的条件や関連公共施設を十分に調査し、雨水と汚水を有効に排出できるように設計し

ます。 

（１）設計に考慮するべき下水量 

設計に用いる下水量は、開発区域内の計画下水量のほか、開発区域の土地の状況等

により、現に開発区域外から流入している雨水等がある場合は区域外流入量を考慮し

条 文 基準の概要 

政令第２６条第１号 排水施設の管渠の勾配及び断面積を定める際の基準 

政令第２６条第２号 開発区域内の排水施設の接続についての規定 

政令第２６条第３号 雨水以外の下水を暗渠で排水することについての規定 

省令第２２条 ５年に１回以上の確率で想定される降雨強度を用いて管渠の勾

配及び断面積を定める規定 

省令第２６条 排水施設の構造、能力についての技術的細目 
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ます。また、既存の排水施設を改変する場合は、従前の機能を損なうことがないよう

に設計しなければなりません。 

（２）排水施設の設計 

計画雨水量や計画汚水量の算定、排水施設の設計は、下水道施設計画・設計指針と

解説（２００９年 日本下水道協会）を参考にして行います。 

下水の排除方式は、汚水と雨水を同じ排水系統で排水する合流式と汚水と雨水を

別々の排水系統で排水する分流式の２種類があります。分流式は水質の保全に関して

有利なので、下水の排除方式は分流式を原則としますが、市町村が合流式を認めてい

る場合はこの限りではありません。 

下水は、普通の水に比較して浮遊物質が多く含まれていますが、水理計算に支障の

ある程度ではないので、マニング公式やクッター公式を用いて設計します。 

 

 

〈ﾏﾆﾝｸﾞ公式〉 
2/13/21

IR
n

V

VAQ




 

 

〈ｸｯﾀｰ公式〉 

n
I

D

I
In

N

DR

RN

IR

R

n

I

InV

VAQ












































00155.0
23:

00155.01
23:

00155.0
231

00155.01
23

 

Ｑ：流量（ｍ３／秒） 

Ａ：流水の断面積（㎡） 

Ｖ：流速（ｍ／秒） 

ｎ：粗度係数（管渠の種類ごとの定数） 

Ｒ：径深（ｍ）（＝Ａ／Ｐ） 

Ｐ：流水の潤辺長（ｍ） 

Ｉ：勾配  
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    第３節 第２款 管渠の勾配・断面積（政令第２６条第１号） 

 

政令第２６条 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち、同条第１項第３号（法

第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるもの

とする。 

一 開発区域内の排水施設は、国土交通省令（省令第２２条）で定めるところにより、開発区

域の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有

効に排出することができるように、管渠の勾配及び断面積が定められていること。 

（排水施設の管渠の勾配及び断面積） 

省令第２２条 令第２６条第１号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、５年に１回の

確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生

活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有

効に排出することができるように定めなければならない。 

 

〈解 説〉 

政令第２６条第１号は、開発区域内の排水施設を設計する際の管渠の勾配や断面積につ

いて規定されています。本号に基づく省令第２２条第１項では、排水施設の管渠（暗渠と

開渠）の勾配と断面積は、下表の計画雨水量並びに計画汚水量を有効に排出できるように

設計することを求めています。 

      

１ 管渠の設計における留意事項 

計画雨水量及び計画汚水量を有効に排出できるようにするため、特に留意すべき事項

を以下に示します。 

（１）管渠内の流速及び勾配 

管渠の断面積、形状及び勾配は、管渠内に沈殿物が堆積しないよう、適切な流速が

確保されるように定めます。下水には浮遊物が含まれているため、流速が小さい場合

には管渠の底部に沈殿物が堆積し、清掃作業の必要が生じ維持費がかさむことになり

ます。また反対に流速が大きいと管渠の内面を摩耗損傷し、耐用年数を短くすること

になります。一般に、管渠の勾配は、地表の勾配に応じて定めれば経済的ですが、前

記の事項を考慮して適当な勾配を定めます。すなわち、下水中の沈殿物が次第に管渠

内に堆積することを防ぐため、下流ほど流速が早くなるように設定します。 

なお流速は、雨水管渠では最小 0.8 m/秒、最大 3.0 m/秒、 

汚水管渠では最小 0.6 m/秒、最大 3.0m/秒の範囲が適切であるとされています。 

計画雨水量 ５年に１回の確率で想定される降雨強度値以上を用いて算出した計

画雨水量 

計画汚水量 生活又は事業に直接起因する廃水量のほかそれに付随する排水量

と浸入が予想される地下水量を加えて算出した計画汚水量 
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（２）管渠の余裕 

管径を決定する際には、計画下水量に対し適切な余裕を持たせる必要があります。

実例から見ると、計画下水量と実流量との間にかなりの差が生じる場合があるので、

計画下水量に対して余裕を見込むことが必要です。適切な余裕としては、一般に計画

下水量に対して、汚水管では１００％程度、雨水管では２０％程度とされています。 

 

２ 雨水排水計画 

雨水は、まず発生する計画最大雨水量を求め、その雨水を無理なく有効に処理できる

管渠の勾配と断面積を定めます。 

（１）計画最大雨水量の算出 

雨水の排出先になる公共用水域を管理する市町村が、総合的に雨水排水計画を定め

ていますので、その雨水排水計画に定められた方法で計画最大雨水量を算出します。 

ただし、雨水排水計画を定めていない場合、若しくは、雨水排水計画の降雨強度値

が５年に１回の確率未満で定められている場合は、雨水排水計画において一般的に用

いられている合理式を用いて計画最大雨水量を算出します。 

（２）合理式による算出方法 

  合理式は次のとおり表されます。 

 

Ｑ＝１／３６０×Ｃ×Ｉ×Ａ  Ｑ：計画最大雨水量 (ｍ３／秒) 
Ｃ：総括流出係数 

Ｉ：流達時間（ｔ）内の平均降雨強度（mm／時） 

Ａ：集水面積（ヘクタール） 

 

 

  表－１ 用途別総合流出係数標準値 

用途別 総合流出係数 

敷地内に間地が非常に少ない商業用地域及びこれに類似す

る住宅地域 
０.８０ 

浸透面がある野外作業場等の間地を若干持つ工業用地域及

び庭が若干ある住宅地域 
０.６５ 

中高層住宅団地及び戸建て住宅の多い地域 ０.５０ 

庭園を多く持つ戸建て住宅地及び畑地等が比較的多く残る郊

外地域 
０.３５ 

 

  ア 総括流出係数 

総括流出係数は次のいずれかの方法により求めます。 

（ア）表－１に示す用途別総合流出係数を基に算出する方法 

（イ）表－２に示す工種別基礎流出係数から排水区域全体を加重平均し算出する方法 
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      表－２ 工種別基礎流出係数標準値 

工種別 流出係数 工種別 流出係数 

屋根 

道路 

その他の不透水面 

水面 

透水性舗装 

0.85～0.95 

0.80～0.90 

0.75～0.85 

1.00 

0.60～0.80 

間地（空地） 

芝・樹木の多い公園 

勾配のゆるい山地 

勾配の急な山地 

0.10～0.30 

0.05～0.25 

0.20～0.40 

0.40～0.60 

※ 原則として中間値を用いるものとする。 

ただし、実験により開発計画の実状に合わせた具体的な数値が確認できる

場合は、上表の範囲内で当該数値を用いることができる。 

 

イ 平均降雨強度 

平均降雨強度は、市町村の下水道計画において一般的に用いられているタルボッ

ト式により求めることを原則とします。 

タルボット式は次のとおり表わされます。 

 

        ａ 
      Ｉ＝─── 
        ｔ＋ｂ 
 

      ａ，ｂ：定数 図－１の地域ごとに定めた降雨強度式を採用する。 

        ｔ：流達時間（分）（＝流入時間ｔ１＋流下時間ｔ２） 

          流入時間ｔ１は、雨水が排水区域の最遠点から管渠等に流入 

するまでの時間（分） 

         流下時間ｔ２は、管渠に流入した雨水が管渠終端まで流下す 

るのに要する時間（分）        
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図－１ 確率年別の確率降雨強度式 

（参考：「下水道事業計画の手引き」埼玉県下水道課） 

 

 

（ア）流入時間(ｔ１)は、次の表を標準としますが、カーベイ式等の計算式によって標準値

を超える計算結果となった場合には、その時間を用いることができます。 

 

〈流入時間の標準値〉               

種  別 流入時間 

市街化区域内 ５分 

その他の区域 １０分 

 

〈カーベイ式〉 

      カーベイ式は流入時間の一般的な算定式として用いられている式で、次のと

おり表されます。 
467.0

1 28.3
3

2







 


S

nl
t  

1t  ：流入時間（分） 

l   ：斜面距離（ｍ） 

S  ：斜面勾配 

n  ：粗度係数に類似の遅滞係数（以下の表に標準値を示す。） 

28.3  ：フィートをメートルに換算する値 

 

 

○Ｂ  

○Ａ  
○Ｄ  ○Ｅ  

○Ｃ  
Ｂ

５年確率

Ａ

熊　谷

　　　　　確率
地域

東　京

栗　橋

熊谷と秩父
の中間帯

秩　父

Ｃ

Ｄ

Ｅ

23

4610




t
I

21

4620




t
I

18

3885




t
I

23

4530




t
I

26

4490




t
I

さいたま市 

熊谷市 

川口市 

行田市 

秩父市 

所沢市 

飯能市 

加須市 

本庄市 

東松山市 
春日部市 

羽生市 

鴻巣市 

深谷市 

上尾市 

草加市 

越谷市 

蕨市 
戸田市 

鳩ヶ谷市 
朝霞市 

志木市 

和光市 新座市 

桶川市 

久喜市 

北本市 

八潮市 
富士見市 ふじみ野市 

三郷市 

蓮田市 
坂戸市 

幸手市 

鶴ヶ島市 

日高市 吉川市 

伊奈町 

三芳町 

毛呂山町 
越生町 

滑川町 
嵐山町 小川町 

ときがわ町 
川島町 

吉見町 

鳩山町 
横瀬町 

皆野町 
長瀞町 

小鹿野

東秩父村 

美里町 

神川町 

上里町 

旧花園町 
寄居町 

宮代町 白岡町 杉戸町 

松伏町 

旧児玉町 

旧神泉村 

旧名栗村 
川越市 

狭山市 

入間市 

小鹿野町 
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〈粗度係数に類似の遅滞係数nの標準値〉 

 

地 覆 状 態 n  

不透水面 ０．０２ 

よく締まった裸地（滑らか） ０．１０ 

裸地（普通の粗さ） ０．２０ 

粗草地及び耕地 ０．２０ 

牧草地又は普通の草地 ０．４０ 

森林地（落葉森林） ０．６０ 

森林地（深い落葉樹等堆積地） ０．８０ 

森林地（針葉樹林） ０．８０ 

密草地 ０．８０ 

 

（イ）流下時間（ｔ２）は、管渠の最大延長を管渠内の平均流速で割って求めます。

平均流速はマニング公式又はクッター公式により求めます。 

このためにはまず、仮想の管渠の勾配と断面積を定める必要があります。計算

の結果流速が最小０.８ｍ／秒、最大３.０ｍ／秒の範囲内になるように試算を繰

り返しながら決定することになります。 

 

ウ 集水面積 

集水面積は、一般には開発区域の面積と同じになりますが、地形や周囲の状況に

よっては、開発区域外から雨水が流入し、開発区域外の雨水も集水している場合が

あります。雨水排水施設は流域単位で考えるものであるので、地形の状況を十分調

査し、現状にあった集水面積を定める必要があります。 

 

３ 汚水排水計画 

計画汚水量の算出については、市町村が定めた公共下水道計画に適合するように設計

します。これは、開発区域から排出される汚水は、一般的に市町村の管理する公共下水

道に接続することになるためです。 

公共下水道以外の汚水処理事業には、農業集落排水事業、コミュニティープラント、

合併処理浄化槽設置整備事業、特定地域生活排水処理事業があります。その場合、各事

業で定めた汚水処理計画がありますので、それに適合するように設計します。 

何も定められていない場合は、予定建築物から発生する汚水量を推定し、その量を無

理なく有効に排出できるように設計します。 
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 審査基準 

１ 計画雨水量 

計画雨水量は、開発区域の存する市町村の雨水排水計画に基づき定める。ただし、

当該市町村が雨水排水計画を定めていない場合又は当該市町村が定めた雨水排水計画

の降雨強度値が５年に１回の確率未満である場合は、合理式により設計を行うことと

する。 

八潮市は、５年確率５５．５ｍｍ／時、３年確率４７．５ｍｍ／時とし、合理式に

より設計を行うこととする。なお、処理分区により定められております。 

 

５年確率：幸ノ宮排水区、南川崎排水区、伊勢野排水区、鳥内排水区、 

大正排水区、葛西排水区 

３年確率：入谷排水区、高木排水区、古新田排水区、浮塚排水区、西袋排水区、 

南後谷排水区、木曽根排水区 

 

２ 雨水排水計画 

  雨水の排水計画は、八潮市の公共下水道計画に従って設計を行うこととする。 

 

３ 汚水排水計画 

汚水の排水計画は、八潮市の公共下水道計画又はその他の汚水処理計画（以下「公

共下水道計画等」という。）に従って設計を行うこととする。 
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第３節 第３款 下水道等への接続（政令第２６条第２号） 

 

政令第２６条 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち、同条第１項第３号（法

第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるもの

とする。 

二 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案し

て、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排

水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続しているこ

と。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、

開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを

妨げない。 

 

〈解 説〉 

政令第２６条第２号は、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出するには、開発区域

内の排水施設が、地形等から考え、無理なく排出できること、放流先の施設の能力も十

分にあること。また、利水の状況を勘案し、接続先で利用している水質等に影響がなく、

放流することが適切である必要があります。単に接続されているだけでは、仮に開発区

域内の下水を排出できた場合であっても、放流先の施設の能力がなければ、周囲に溢水

等の被害を及ぼすおそれがあり、法第３３条第１項第３号の基準に適合しているとはい

えません。 

接続する箇所（吐き口）は、放流先の河川、水路等の護岸施設及び河床を損なわない

構造でなければなりませんので、吐き口の位置、構造及び既存護岸の補強等について、

その管理者と事前に十分に協議を行うことが必要です。 

なお、放流先となる排水施設が、法第３２条第１項に規定する開発行為に関係がある

公共施設に該当する場合には同条で定める管理者の同意が必要となります。 

また、開発区域内から排出される雨水について、集中豪雨等の一時的集中排水時にの

み放流先の施設の排水能力がない場合には、雨水を一時貯留する施設（調整池）や浸透

施設を設けて流出抑制を図る設計であっても、開発区域内の下水を有効かつ適切に排水

できるものとみなします。 

 

１ 排水施設、公共水域への接続 

 開発区域内の排水施設は、原則として、下水道、河川、水路等に接続していることと

します。ただし、開発区域の周辺の状況、接続先の施設の配置状況によってこれらに接

続することが困難と認められる場合には、「その他の排水施設」として浸透処理施設を

設け、当該施設に接続することとします。 

浸透処理の方法には、地下水汚染を防止する観点から、拡水法による処理を行うこと

となります。 
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２ 浸透施設の設置場所 

浸透により法面や擁壁の安全性が損なわれることのないよう、原則として、法面付近

は浸透施設を設けることができません。その範囲の目安を以下の図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （出典：「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例 許可申請・届出の手引き」埼玉県河川砂防課） 

３ 「その他の排水施設」として設ける浸透施設への接続 

その他の排水施設として、浸透施設を設け、開発区域内の排水施設を浸透施設に接続

する場合、次の①②のいずれかの場合を除き、当該浸透施設は、１０年に１回以上の確

率で想定される降雨を処理できる能力があるものでなければなりません。 

① 開発区域の存する当該市町村が浸透処理の基準を定めており、その基準に適合す

るように設計されている場合。 

② 予定建築物が自己居住用の住宅である開発行為の場合。 

省令第２２条で規定している５年に１回以上の確率で想定される降雨に対し、公共の

水域へ接続することができず、開発区域内ですべての雨水を処理する場合には、区域外

への溢水等による被害が生じないように、安全を考慮してより大きな降雨強度に対応す

ることとしたものです。 

ただし、開発区域の存する当該市町村が浸透処理の基準を定めており、その基準に適

合するように設計されている場合を除きます。 

本市については、八潮市雨水貯留施設設置基準を定めています。 

 

４ １ヘクタール以上の開発 

開発区域の面積が１ヘクタール以上の場合は、雨水流出抑制条例による規制対象とな

りますので、県河川担当部局（県土整備部河川砂防課）と調整をしてください。 

開発区域の面積が１ヘクタール未満の場合でも、調整池や浸透施設の設置等により、

雨水の流出抑制に努めてください。 

図―２ 

図―２ 
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審査基準 

１ 公共水域への接続箇所の構造 

排水施設が放流先の河川、水路等と接続する箇所は、護岸施設及び河床等、既存の

施設の機能を損なわない構造であること。 

 

２ 「その他の排水施設」として設ける雨水の浸透施設 

政令第２６条第２号に規定する「その他の排水施設」として浸透施設を設け、雨水

の浸透処理を行う場合は、次の各号に適合するように設計されていなければならない。 

（１）開発区域の周辺の状況及び河川、水路等の配置状況により公共水域に排水施設を

接続することが困難と認められる場合であること。 

（２）浸透施設の設置場所は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４

４年７月１日法律第５７号）第３条で指定された急傾斜地崩壊危険区域、地すべり

等防止法（昭和３３年３月３１日法律第３０号）第３条で指定された地すべり防止

区域でないこと。 

（３）浸透施設は、雨水を地下に浸透させることにより、法面、擁壁等の安全性が損な

われるおそれがなく、かつ、周辺の居住及び自然環境を害するおそれがないよう設

計されていること。また、大雨時においても浸透機能を有するものであること。 

（４）浸透施設は、原則として当該浸透施設を設置する区域における１０年に１回以上

の確率で想定される降雨強度の雨水を処理することが可能なものであること。 

ただし、開発区域の存する当該市町村が浸透処理量を定めている場合はその定め

によること。 

（５）浸透施設による浸透量は次に掲げる方法により求められていること。 

ア 浸透施設によって処理できる雨水量（以下「設計浸透量」という。）は、計画地

点で行った現地浸透試験結果を用いて設計されていること。ただし、開発区域の

存する当該市町村が浸透能力を定めている場合はその定めによること。 

 

イ 設計浸透量は次式により算出されていること。 

 

（浸透可能な浸透量） 

設計浸透量Ｑ（ｍ３/hr）＝Σ｛浸透施設の単位設計浸透量 

×浸透施設の数（個数、延長、面積）｝ 

 

３ 雨水の流出抑制 

開発区域の面積が１ヘクタール以上の場合は、開発区域内において、雨水流出抑制

施設の設置等に関する条例に基づく、一時雨水を貯留する調整池その他の適当な施設

（雨水流出抑制施設）を設けるものとする。 

また、１ヘクタール未満の場合であっても雨水の流出抑制に努めること。 
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第３節 第４款 暗渠排水の原則（政令第２６条第３号） 

 

政令第２６条 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち、同条第１項第３号（法

第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるもの

とする。 

三 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを

含む。）以外の下水は、原則として、暗渠によって排出することができるように定め

られていること。 

 

〈解 説〉 

政令第２６条第３号は、臭気の発生、環境衛生上等の観点から雨水以外の処理されて

いない汚水は、暗渠によって排出することについて規定されています。 

また、処理された汚水及びその他の汚水でこれと同等以上に清浄であるものとは、合

併処理浄化槽等で処理された汚水等が考えられます。 
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第３節 第５款 排水施設の構造・能力（省令第２６条） 

 

（排水施設に関する技術的細目） 

省令第２６条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するも

のは、次に掲げるものとする。 

一 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 

二 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、

漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂

の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき

排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることが

できる。 

三 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所  

に設置されていること。 

四 管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させる

ことができるもの（公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあっ

ては、その内径又は内法幅が、２０センチメートル以上のもの）であること。 

五 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に

は、ます又はマンホールが設けられていること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障    

がない箇所を除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の１２０倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分

のその清掃上適当な箇所 

六 ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあって

は、密閉することができるふたに限る。）が設けられていること。 

七 ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあっ

ては深さが１５センチメートル以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあ

ってはその接続する管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅のインバートが設けられ

ていること。 

 

〈解 説〉 

省令第２６条は、排水施設の構造、能力に関して必要な技術的細目を定め、本条に適

合して設計されていることを求めています。 

（１）省令第２６条第１号（排水施設の構造） 

第１号は排水施設の構造について規定されています。設置された排水施設が外圧、

地盤の不等沈下あるいは移動等により支障をきたすことなく機能するよう、堅固で耐

久力を有するものであることを求めています。 
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（２）省令第２６条第２号（排水施設の材料、漏水防止） 

   第２号は排水施設の材料、漏水防止に関して規定されています。排水施設の材料は、

原則として、耐水性を有する材料、すなわちコンクリート、れんが、陶器等で作られ

たものを使用し、漏水を最小限度とするために、継ぎ目はカラー、ソケット等の構造

とする等の措置をとることとされています。 

   ただし書は、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水

その他の地表水を排除すべき排水施設に限り、多孔管等の浸透機能を付加することを

可能としたものです。浸透機能を有する排水施設を設置する場合にあっては、地すべ

り等により関連する排水施設や擁壁等の機能が損なわれないよう十分留意する必要

があります。 

（３）省令第２６条第３号（公共の用に供する排水施設） 

   第３号は、公共の用に供する排水施設の設置個所について規定されています。開発

行為により設置された公共施設である排水施設は、原則として工事完了公告の翌日に

おいて、当該施設の存する市町村の管理に引き継がれます（法第３９条）。この場合、

設置個所が適切でないと後の維持管理上支障をきたし、これが原因で、溢水、冠水の

被害を引き起こすことになりかねません。そこで、排水施設のうち共同で使用される

こととなる部分は、原則として、公共の用に供する空地に設置することにより、維持

管理の安全を期そうとするものです。なお、土地利用計画上やむを得ず個人に帰属す

る敷地内に前記共同の使用に関わる排水施設を設置する場合には、その上部に建築物

又は工作物等が設けられる等、後の維持管理に支障をきたすことのないよう、設置場

所に十分留意する必要があります。 

（４）省令第２６条第４号（管渠の勾配及び断面積） 

   第４号は、管渠の勾配及び断面積について規定されています。特に、公共の用に供

する排水施設のうち、暗渠である構造のものの内径又は内法幅について、主に清掃上

の観点と必要排水能力とから規定されています。 

（５）省令第２６条第５号（ます及びマンホール） 

   第５号は、専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分に設けるべ

きます又はマンホールの場所について規定されています。本号の趣旨は、泥だめ、集

水又は清掃上の観点から、ます、マンホールを適当な場所に設置させることにより溢

水、冠水の被害を防止しようとするものです。 

（ａ）公共用に限らず、民地内であっても管渠の始まる箇所にはます又はマンホールを

設けることとなります。 

（ｂ）流路の方向や勾配が変化する箇所等、清掃のために配慮が必要な個所には、ます

又はマンホールを設けることについて規定されています。ただし、暗渠の清掃上支

障がない場合にはます又はマンホールは設置しなくてもかまいません。 

 （ｃ）管渠の内径又は内法幅の１２０倍を超えない範囲内に一つはます又はマンホール

を設置する必要があります。 
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（６）省令第２６条第６号（ます又はマンホールのふた） 

   第６号は、ます又はマンホールに設けられるふたについて規定されています。ます

又はマンホールについては、人の落下等を防ぐために、ふたを設けることとしていま

す。 

   汚水を排除すべきます又はマンホールのふたについては、管渠に雨水が侵入し、施

設機能への支障が発生することを防ぐため、密閉できる構造であることが必要である

こととしています。一方、雨水を排除すべきマンホールのふたについては、集中豪雨

時の雨水の流入等により、そのふたに圧力や空気圧が作用して浮上・飛散する等の恐

れがあるため、過度の圧力や空気圧がかからない構造をもった格子状のふたが設けら

れる場合があるので、密閉できる構造であることを求めていません。 

（７）省令第２６条第７号（泥だめ、インバート） 

   第７号は、ます又はマンホールの底に設けるべき泥だめ及びインバートについて規

定されています。専ら雨水その他の地表水を排除すべきますについては、雨水に含ま

れた土砂等を除去するため、深さ１５ｃｍ以上の泥だめ、その他のます又はマンホー

ルについては、下水の流下を円滑にするため、マンホール、ますの底面を溝型にした

インバートを設置することとしたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

15cm以上 

ます（平面図） 

Ａ Ａ’ 

泥溜め 

Ａ－Ａ’ 断面 

マンホール（平面図） 

インバート 

Ｂ Ｂ’ 

Ｂ－Ｂ’ 断面 
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１ 条例による強化 

省令第２７条の４ 令第２９条の２第１項第１２号の国土交通省令で定める基準は、次

に掲げるものとする。 

四 第２６条第４号の技術的細目に定められた制限の強化は、公共の用に供する排水

施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅について行うものであるこ

と。 

 

省令第２７条の４第４号は、公共の用に供する排水施設のうち暗渠部分の内径又は内の

り幅が２０ｃｍ以上と規定されているものを、下限を引き上げ、強化することができるこ

とを規定されています。 
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第４節 給水施設（法第３３条第１項第４号） 

 

法第３３条 

四 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

以外の開発行為にあっては、水道その他の給水施設が、第２号イからニまでに掲げ

る事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来たさないよう

な構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合に

おいて、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適

合していること。 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第４号は、水道その他の給水施設についての基準を定めたもので

す。自己居住用住宅以外の開発行為の場合は、開発区域で想定される需要に支障がない

ような構造や能力で給水施設の設計がされていることについて規定されています。 

本号は、政省令で技術的細目を定めていませんが、水道法等で定める基準を満たして

いれば、本号が果たすべき目的が達成されることによるものです。給水施設の設計は、

水道事業者との調整が重要になります。 
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第５節 地区計画等への適合（法第３３条第１項第５号） 

 

法第３３条 

五 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等（次のイからホまでに掲げる

地区計画等の区分に応じて、当該イからホまでに定める事項が定められているものに

限る。）が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地

区計画等に定められた内容に即して定められていること。 

イ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区（いずれも第１２条の５第５

項第１号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は地区

整備計画 

ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画又は防災

街区整備地区整備計画 

ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画 

ニ 沿道地区計画 沿道再開発等促進区（幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条

第４項第２号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は

沿道地区整備計画 

ホ 集落地区計画 集落地区整備計画 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第５号は、地区計画等（イからホに該当するもの）が定められてい

る土地で開発行為を行う場合、予定建築物の用途や開発行為に関する設計が地区計画等

に定められた内容に即した設計となっていることについて規定されています。 

地区計画等が定められている土地で開発許可が必要な場合は、開発許可の段階で地区

計画の内容をある程度実現することを目的としています。 

本号でいう「即して定められていること」とは、開発行為の設計が、地区計画等の内

容に一致している場合は当然に該当しますが、正確には一致していないものの、地区計

画等の目的を達成するように定められている場合も含みます。 
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第６節 公共公益施設（法第３３条第１項第６号） 

 

法第３３条 

六 当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びそ

の周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益

的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められているこ

と。 

政令第２７条 主として住宅の建築の用に供する目的で行なう２０ヘクタール以上の開

発行為にあっては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、

購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保さ

れるような位置及び規模で配置されていなければならない。ただし、周辺の状況によ

り必要がないと認められるときは、この限りでない。 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第６号は、公共施設、公益的施設及び予定建築物等の用途の配分に

ついて規定されています。 

本号の適用は、政令第２７条に規定されており、主として住宅を建築する目的で行う

２０ヘクタール以上の開発行為のみを対象としています。 

 

１ 用途の配分が定められていること 

用途の配分が定められていることとは、公共施設、公益的施設、予定建築物等の用に

供される敷地が、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における

環境の保全が図られるように、適切に配置されていることをいいます。なお、公益的施

設については、用地が確保されていれば足り、開発者が施設を整備することまでは求め

ていません。 

 

２ 政令第２７条  

政令第２７条は、開発区域の面積が２０ヘクタール以上の場合の公益的諸施設の配置

について規定されています。「その他の公益的施設」とは、行政施設（交番、郵便局、

市の出張所等）、集会施設（集会所、公民館等）等が該当します。 

後段のただし書は、誘致距離及び規模から考慮して既存のものが十分利用できる場合

はこの限りではないとする緩和規定です。なお、既存の公益的施設が利用できるか否か

は、公益的施設の管理者と十分に協議する必要があります。 
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３ 条例による強化 

政令第２９条の２ 法第３３条第３項（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。次項において同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、

次に掲げるものとする。 

七 第２７条の技術的細目に定められた制限の強化は、２０ヘクタール未満の開発行

為においてもごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益

的施設を配置すべき開発行為の規模について行うものであること。 

 

政令第２９条の２第７号は、地方公共団体が条例を定めることにより、ごみ収集場等

の公益的施設が特に必要な場合、公益的施設を配置すべき開発区域の面積を２０ヘクタ

ール以上としているのを２０ヘクタール未満の面積に引き下げることができることに

ついて規定されています。 

強化の条例を定める際には、開発許可運用指針Ⅰ－５－１０（７）が参考になります。 
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第７節 切土・盛土・擁壁 

第７節 第１款  概 要（法第３３条第１項第７号） 

 

法第３３条 

七 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地

について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜら

れるように設計が定められていること。この場合において、開発区域内の土地の全

部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該土地における

同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に適合していること。 

宅地造成等規制法（昭和３６年法律第

１９１号）第３条第１項の宅地造成工

事規制区域 

津波防災地域づくりに関する法律第７

２条第１項の津波災害特別警戒区域 

開発行為に関する工事 津波防災地域づくりに関する法律第７

３条第１項に規定する特定開発行為

（同条第４項各号に掲げる行為を除

く。）に関する工事 

宅地造成等規制法第９条の規定に適合

するものであること。 

津波防災地域づくりに関する法律第７

５条に規定する措置を同条の国土交通

省令で定める技術的助言に従い講じる

ものであること。 
 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第７号は、開発区域内において、地盤の沈下や崖崩れのおそれがあ

る土地の場合は、災害発生を防止するため安全上必要な措置が講ぜられるように設計が

なされていることについて規定されています。 

本市においては、宅地造成等規制法第３条第１項に基づく宅地造成工事規制区域及び津

波防災地域づくりに関する法律第７２条第１項の津波災害特別警戒区域の指定はありませ

ん。 
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本号の規定に関する技術的細目を定めた政令及び省令は次のとおりです。 

 

条文 基準の概要 

政令第２８条第１号 軟弱地盤に関する基準 

政令第２８条第２号 崖の上端に続く地盤面処理の基準 

政令第２８条第３号    切土した後の地盤の滑り防止に関する基準 

政令第２８条第４号 盛土した後の地盤の安定に関する基準 

政令第２８条第５号 
著しく傾斜している土地に盛土を行った際の地盤の滑り防

止に関する基準 

政令第２８条第６号 開発行為によって生じた崖面の保護についての基準 

政令第２８条第７号 切土・盛土した場合の地下水の排出に関する基準 

省令第２２条第２項 
地下水の排水施設について管渠の勾配及び断面積を定

める規定 

省令第２３条第１項 政令第２８条第６号から委任を受けた擁壁の基準 

省令第２３条第２項    前項の適用にあたっての崖の範囲に関する基準 

省令第２３条第３項 第１項の規定の適用除外 

省令第２３条第４項 擁壁の設置義務のない崖の保護に関する基準 

省令第２７条 
政令第２９条の規定に基づく、擁壁の構造又は能力に関し

ての技術的細目 

省条第２７条第１項第１号 擁壁の構造計算及び実験の原則 

省令第２７条第１項第２号 水抜穴の設置及び構造についての規定 

省令第２７条第２項 
高さ２ｍを超える擁壁について建築基準法施行令の規定

を準用する規定 

政令第２９条の２第１項第８号 政令第２８条第２号から第６号の技術的細目の強化 

省令第２７条の４第５号 省令第２７条の技術的細目の強化 
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第７節 第２款 軟弱地盤対策（政令第２８条第１号） 

 

政令第２８条 

一 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜き

その他の措置が講ぜられていること。 

 

〈解 説〉 

政令第２８条第１号は、軟弱地盤対策として開発区域内が軟弱である場合、土の置換

えや地盤改良、各種ドレーン工法による水抜き等の措置を講じ、地盤の沈下や開発区域

外の地盤の隆起が生じないような設計をすることについて規定されています。 

 

１ 軟弱地盤の判定 

軟弱地盤とは、盛土や構造物の荷重により大きな沈下を生じ、盛土端部がすべり、地

盤が側方に移動する等、地盤が著しい変動を起こすおそれがある土地です。また、地震

時に液状化が発生するおそれのある砂質地盤も一種の軟弱地盤です。 

河川沿いの平野部等軟弱地盤が想定される土地で開発を行うときは、地質調査等を実

施して、軟弱地盤であるかどうかを判定し、対策工法の検討を行う必要があります。 

また、判定の目安として、地表面下１０ｍまでの地盤に次のような土層が存在する場

合には、軟弱地盤である可能性が高くなります。 

・有機質土、高有機質土 

・粘性土で、標準貫入試験で得られるＮ値が２以下、スウェーデン式サウンディング

試験において１００kg以下の荷重で自沈するもの 

・砂質土で、標準貫入試験で得られるＮ値が１０以下、スウェーデン式サウンディン

グ試験において半回転数（Nsw）が５０以下 

 

２ 軟弱地盤対策 

対策の実施にあたっては、地盤条件、土地利用条件、施工条件、環境条件等を踏まえ

て、当該地盤の沈下量、沈下時間、安定計算を行い、総合的に検討して工法を決定する

必要があります。具体的な工法は、宅地防災マニュアルが参考になりますが、その工法

の例は下記のとおりです。また、開発許可申請時は、施工方法を記載した施工計画書等

により本号に適合していることを確認します。 

表層処理工法：軟弱地盤上の地表水の排除、盛土内の水位低下、施工機械のトラフ

ィカビリティの確保、軟弱地盤上の盛土又は構造物の支持力確保等

を目的として用いる。 

置換工法：盛土端部の安定を短期間に確保する場合、盛土層が薄く建物荷重や

交通荷重による沈下が大きな問題となる場合等において、軟弱土を

良質材に置換える工法。 
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押え盛土工法：盛土端部の安定確保及び側方地盤の変形の軽減を目的とする工法で

あり、用地に余裕がある場合及び施工時の変状に対する応急対策と

して用いる。 

緩速載荷工法：盛土端部の安定確保及び側方地盤の変形の抑制を目的として、地盤

の変形等を計測しながら盛土を施工する工法。 

載荷重工法：圧密沈下を促進して残留沈下を軽減する目的で用いる工法。 

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工法：圧密沈下の促進及び地盤の強度増加を目的として用いる工法。 

締固め工法：固め工法は、盛土端部の安定を図ることを目的とする工法であり、

主にサンドコンパクションパイル工法が用いられている。 

固結工法：盛土端部の安定確保又は構造物基礎地盤の改良を目的として用いる

工法。 
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第７節 第３款 崖上面の処理（政令第２８条第２号） 

 

政令第２８条 

二 開発行為によって崖が生じる場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別

の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が

付されていること。 

 

〈解 説〉 

政令第２８条第２号は、開発行為によって崖が生じた場合、崖の上端に続く地盤面の

処理方法について規定されています。 

下図に示すように地盤を崖とは反対の方向に勾配を付けることにより、雨水その他の

地表水による崖面浸食や雨水等の崖上端付近での浸透による崖面崩壊を防止すること

を目的としています。 

「崖」とは、地表面が水平面に対して３０度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風

化の著しいものを除く。）以外のものをいいます。なお、ここでいう「崖」には、擁壁

で覆われる崖も含まれます。 

 

１ 特別の事情 

本号では、原則として地盤を崖とは反対の方向に勾配を付けることとしていますが、

開発区域の地理的条件等からやむを得ず崖方向に勾配をつけなければならない場合も

考えられます。その場合は、崖面の上端部付近に堅固な排水溝を設置する等、崖面を保

護するための設計となっている必要があります。崖方向に勾配を付けるには、地理的条

件からやむを得なく、崖面保護対策が講じられている場合は、特別な事情があると判断

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎地盤 

地盤の勾配方向 

通常の場合 特別の事情

のある場合 

地盤の勾配方向 

排水溝を設置する 

崖面を保護する 
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第７節 第４款 切土地盤の滑り防止（政令第２８条第３号） 

 

政令第２８条 

三 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるとき

は、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーそ

の他の土留（次号において「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置、土の置換えそ

の他の措置が講ぜられていること。 

 

〈解 説〉 

政令第２８条第３号は、滑りやすい地盤の切土をする場合には、切土面の安定性を確

保するために地滑り抑止ぐいやグラウンドアンカー等により滑動崩落に対する滑り面

の抵抗力を増加させる措置を講ずることについて規定されています。 

「滑りやすい土質の層がある」とは、切土することにより、内部摩擦角が特に小さい

等物理的に不安定な土質の層が露出する場合をいいます。 

なお、グラウンドアンカーを設置する場合は、将来的な土地利用の変更や建築物の建

て替え等により、その構造が影響を及ぼすおそれがあるため、アンカー体上部の土地利

用状況の配慮が必要です。 

 

アンカー体 

のり枠等 

安定地盤 
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第７節 第５款 盛土地盤の安定に関する基準（政令第２８条第４号） 

 

政令第２８条 

四 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水浸透による緩み、沈

下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね３０センチメートル以下の厚さの層

に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに

類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設

置その他の措置が講ぜられていること。 

 

〈解 説〉 

政令第２８条第４号は、盛土した後の地盤の安定に関する基準です。盛土した地盤は

一般に土粒子間の結合が緩く、雨水その他の地表水等の浸透が容易であり、地盤自体の

圧縮性も大きいことから、沈下や崩壊が起こりやすい状態にあります。そこで、ローラ

ー等による締め固めを行い土粒子間の結合を強固にすることにより、地盤の圧縮性を少

なくし地耐力を増加させるとともに、必要に応じて、くいや排水施設等を設置すること

について規定されています。 

盛土を行う場合は、有機質土等を除いた良質土を使用し、おおむね３０cm以下に敷き

均しとローラーその他の建設機械を用いて締め固めるように設計、施工を行います。開

発許可申請時は、施工方法を記載した施工計画書等により本号に適合していることを確

認します。 

また、盛土高や元地盤面の土質状況等により、造成地盤の崩壊や滑りのおそれがある

場合は、地滑り抑止ぐいや雨水その他の地表水等を適切に排水する施設等を設置する必

要があります。 

 

 

 

 

盛土による地盤面 

おおむね30cm以下 

元の地盤面 

ローラー等建設機

械 
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第７節 第６款 盛土地盤の滑り防止（政令第２８条第５号） 

 

政令第２８条 

五 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛

土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられている

こと。 

 

〈解 説〉 

政令第２８条第５号は、著しく傾斜している土地に盛土を行った場合の滑り防止に関

する基準です。著しく傾斜している土地に盛土を行った場合、雨水その他の地表水の浸

透又は地震による震動等により、新旧地盤の接する面を滑り面とするすべりが起こりや

すいので、段切り等を行い新旧地盤の接触面積を増加させる等、滑りに対する安全措置

を講ずることについて規定されています。 

なお、その他の措置としては、雑草等が茂っている地面に直接盛土をすると、植物が

次第に腐食し新旧地盤の接する面に弱い層が形成され、滑りが起こりやすくなることか

ら、盛土を行う前に雑草等を除去する措置等が考えられます。 

「著しく傾斜している」とは、原地盤面が水平面に対して１５度（約 １：４）程度

以上の角度をなす地盤のものをいいます。 

 

盛土による 

地盤面 

段切工 

1.0m以上 

0.5m以上 

水勾配 

元の地盤面 
（草木等の伐採・除根） 

 基礎地盤（地山）の勾配が１：４程度よ

り急な場合は、盛土との密着を確実にする

ために、盛土の施工に先立ち、予め地山の

段切りを実施するとともに、敷均し厚さを

管理して、十分な締固めを行うことが重要

である。 

 段切りの標準的な使用の目安としては、

最少高さ０．５ｍ、最少幅１．０ｍである。   

 また、段切りを行う地山勾配は、原則と

して１：０．５～１：４（鉛直：水平）の

範囲とする。 
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第７節 第７款 崖面の保護（政令第２８条第６号） 

 

政令第２８条 

六 開発行為によって生じた崖面は、崩壊しないように、国土交通省令（省令第２３条）で定

める基準により、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が

講ぜられていること。 

（がけ面の保護） 

省令第２３条 切土をした土地の部分に生ずる高さが２メートルをこえるがけ、盛土を

した土地の部分に生ずる高さが１メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にし

た土地の部分に生ずる高さが２メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなけ

ればならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部

分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。 

一 土質が次の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄

の角度以下のもの 

土  質 
擁壁を要しない 

勾配の上限 

擁壁を要する 

勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） ６０度 ８０度 

風化の著しい岩 ４０度 ５０度 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土

その他これらに類するもの 
３５度 ４５度 

二 土質が前号の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中

欄の角度をこえ同表の右欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離５メ

ートル以内の部分。この場合において、前号に該当するがけの部分により上下に分

離されたがけの部分があるときは、同号に該当するがけの部分は存在せず、その上

下のがけの部分は連続しているものとみなす。 

２ 前項の規定の適用については、小段等によって上下に分離されたがけがある場合に

おいて、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し３０度の角度をなす面の上

方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。 

３ 第１項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つ

ために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がない

と認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用

しない。 

４ 開発行為によって生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張

り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護しなければならない。 

（擁壁に関する技術的細目） 

省令第２７条 第２３条第１項の規定により設置される擁壁については、次に定めると

ころによらなければならない。 
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一 擁壁の構造は、構造計算、実験等によって次のイからニまでに該当することが確

かめられたものであること。  

イ 土圧、水圧及び自重（以下この号において「土圧等」という。）によって擁壁が

破壊されないこと。 

ロ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

ハ 土圧等によって擁壁の基礎がすべらないこと。 

ニ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

二 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水

抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、

空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限り

でない。 

２ 開発行為によって生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが２メートルを超えるもの

については、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１４２条 （同令第７

章の８の準用に関する部分を除く。）の規定を準用する。 

 

〈解 説〉 

  政令第２８条第６号は、開発行為によって生じた崖面は、擁壁の設置等の措置によっ

て保護を図ることについて規定されています。崖面の保護の具体的な方法は、省令第２

３条で規定されています。また、擁壁の構造等については、省令第２７条で規定されて

います。 

 

１ 擁壁 

（１）擁壁の種類 

一般的に用いられる擁壁の種類は、次の表のとおりに大別されます。なお、建築用

の軽量コンクリートブロックは、安定計算や構造に関しての安全性の検討をすること

ができないため、省令２３条第１項の規定により設置される擁壁（以下「義務擁壁」

という。）として用いることはできません。 

 

〈擁壁の種類〉 

 擁 壁    練積み造         コンクリートブロック造 

                     間知石造等 

        無筋コンクリート造    重力式 

                     もたれ式 

        鉄筋コンクリート造    半重力式 

                     もたれ式 

                             片持ちばり式    Ｌ型 

                     控え壁式      逆Ｌ型 

                               逆Ｔ型                                                     
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（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）擁壁の構造計算 

擁壁の構造は、構造計算、実験等によって安全性が確かめられたものであること

が必要です。 

宅地造成等規制法施行令は、コンクリート造の擁壁は、理論的検討を行い得るた

め、これらについては構造計算によってその安全性を確保することとしています。 

また、間知石その他の練積み造擁壁は、構造形式からは一種の重力式擁壁と見な

すことができ、ある範囲内においては、構造耐力上の信頼性は鉄筋コンクリート造

等の擁壁と同等と考えられるものの、理論上の安全性を検討することは困難なた

め、経験的な観点から構造について定められています。 

義務擁壁を設ける場合は、宅地造成等規制法施行令及び建築基準法施行令を準用

し、設計に用いることとします。 

 

 

 

重力式擁壁 もたれ式擁壁 

半重力式擁壁 片持ちばり式擁壁 

（逆Ｌ型） 

控え壁式擁壁 

練積み造擁壁 
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２ 義務擁壁の定義（省令第２３条第１項） 

第１項では、原則として擁壁で覆わなければならない崖について規定されています。

これを図に示すと図－１のとおりです。 

 

図－１ 原則として擁壁で覆わなければならない崖面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜切土の場合の緩和規定＞ 

ただし書は、切土の場合の緩和規定で、切土をした土地の部分に生ずることとなる

崖又は崖の部分の土質に応じ擁壁を設置しなくてもよい勾配又は高さが第１号及び

第２号に規定されています。 

ただし書の規定を図に示すと図－２のとおりです。 

 

図－２ 擁壁を要しない崖又は崖の部分（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０度（崖でない部分） 

崖の高さ 

５ｍ 

地盤面 

崖の下端 

擁壁を要しない崖 

擁壁を要する崖 

崖の上端の線 擁壁を要しない勾配の上限 
擁壁を要する勾配の下限 

元の地盤

面 

１ｍ超 

盛土した部分 

元の地盤

面 

２ｍ超 

切土した部分 

元の地盤

面 

２ｍ超 

切土した部分 

盛土した部分 

(1)切土をした土地の部分に

生ずる高さが２ｍを超える

崖の崖面 

(2)盛土した土地の部分に

生ずる高さが１ｍを超える

崖の崖面 

(3)切土と盛土を同時にした

土地の部分に生ずる高さが

２ｍを超える崖の崖面 
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第１項第１号は、切土の場合でそれぞれ土質に応じて、崖の勾配が規定の角度以下の

ものについては、擁壁を要しないとしています。これを図に示すと、図－３のとおりで

す。 

 

 

図－３ 擁壁を要しない崖又は崖の部分（２） 

軟岩 

（風化の著しいものを除く。） 
風化の著しい岩 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質

粘土その他これらに類するもの 

   

 

 

第１項第２号は、切土の場合でそれぞれ土質に応じて、崖の勾配が規定の範囲内にあ

る場合は、崖の上端から垂直距離で５ｍ以内には擁壁を設けないでよいとしています。 

これを図に示すと、図－４のとおりです。 

 

 

図－４ 擁壁を要しない崖又は崖の部分（３）（崖の上端から５ｍ以内） 

軟岩 

（風化の著しいものを除く。） 
風化の著しい岩 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質

粘土その他これらに類するもの 

   

 

 

また、「この場合において」以下は、第１号に規定する崖の部分の上下に第２号本文

に規定する崖の部分があるときは、第１号に規定する崖の部分は存在せず、その上下の

崖の部分は連続しているものとみなし、その崖の上端から下方に垂直距離５ｍ以内の部

分は、擁壁の設置義務を解除したものです。これを図に示すと図－５のとおりです。 

６０度以内 ４０度以内 ３５度以内 

６０度超 
８０度以内 

５ｍ 

以内 

崖の上端面 

擁壁を要する

崖 

５ｍ 

以内 

崖の上端面 

擁壁を要する

崖 
４０度超 
５０度以内 

５ｍ 

以内 

崖の上端面 

擁壁を要する

崖 
３５度超 
４５度以内 
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図－５ 擁壁を要しない崖又は崖の部分（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 一体とみなす崖の範囲（省令第２３条第２項） 

  第２項は、第１項の規定を適用する崖の範囲が規定されています。小段等を含んで上

下に分離されている場合は、下層の崖面下端を含み、かつ、水平面に対して３０度の角

度をなす面を想定し、その面に対して上層の崖面の下端がその上方にある場合は、上下

の崖は一体の崖とみなされます。これを図に示すと図－６のとおりです。 

 

 

図－６ 一体の崖とみなす崖  

 

 

 

 

 

 

 

４ 擁壁設置義務の適用除外（省令第２３条第３項） 

第３項は、第１項の規定の適用除外をした基準です。切土、盛土した場合を問わず、

土質試験等、例えばボーリングを行い試料採取し試験を行う等、試験結果に基づく地盤

の安定計算をした結果、崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめら

れた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地で、擁壁設置以外の他の保護工

が行われている場合については、擁壁の設置義務は解除されています。 

 

５ 擁壁設置義務のない崖の保護（省令第２３条第４項） 

第４項は、擁壁設置義務のない崖について、風化、地表水等の浸食から保護するため

石張り、芝張り、モルタル吹付け等を行わなければならない旨が規定されています。 

 

擁壁を要する部分 

第２号に該当する部分 

第２号に該当する部分 

第１号に該当する部分 

擁壁を要しない 

崖の部分 

ｂ 

ａ 

連続するとみなす崖 

ａ＋ｂ≦５ｍ 

Ｆ 

３０度 
Ａ 

Ｂ Ｃ 

Ｄ Ｇ 

Ｈ 

Ｉ 

ＡＢ及びＣＤの崖は一体とみなす 

ＡＢ及びＦＧの崖は一体とみなさない 

地盤面 
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６ 義務擁壁に関する技術的細目（省令第２７条） 

省令第２７条は政令第２３条第１項の規定により設置される擁壁の構造又は能力に

関しての技術的細目を定めています。 

（１）構造計算（省令第２７条第１項第１号） 

本号は、擁壁の構造計算、実験の原則を示したものです。擁壁は、土圧等によって

破壊されないこと、転倒しないこと、基礎が滑らないこと、沈下しないことを構造計

算や実験等によって確かめることについて規定されています。地震時土圧も含めて、

計算にあたっては、宅地造成等規制法施行令及び宅地防災マニュアルを準用します。 

（２）水抜穴の設置（省令第２７条第１項第２号） 

本号では、擁壁には裏面の排水を良くするために水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で

水抜穴の周辺その他必要な場所に砂利等の透水層が設けられていることを規定され

ています。ただし書は、空積造等の擁壁で裏面の水が有効に排水できる構造であれば

水抜穴を設けなくてもよいと規定されています。 

雨水、地下水によって擁壁の背面土の含水量が増加すると、背面土の単位体積重量

が増加するとともに、土の粘着力が弱くなり強度が低下します。また、静水圧が加わ

ることにもなり、結果として土圧、水圧が増大することによって擁壁が倒壊するおそ

れがあります。そのため、擁壁には雨水や地下水を排出することのできるように水抜

穴を設けます。 

水抜穴の配置は、壁面の面積３㎡以内ごとに少なくとも１個の内径が７．５cm以上

の水抜穴が設けられていることを標準とします。（宅地造成等規制法施行令第１０条） 

 

７ 建築基準法施行令の準用（省令第２７条第２項） 

第２項は、開発行為によって築造される擁壁で２ｍを超えるものは、建築基準法施行

令第１４２条の規定を準用することについて規定されています。 

第２３条第１項の規定により設置される擁壁以外の擁壁も含め、開発行為によって築

造される擁壁で２ｍを超えるものは本項の適用を受けることになります。 

 

８ 条例による強化 

省令第２７条の４ 

五  第２７条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地

勢の特殊性により、同条各号の規定のみによっては開発行為に伴うがけ崩れ又は土

砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。 

 

省令第２７条の４第５号は、省令第２７条の基準を強化することができることにつ

いて規定されています。強化の条例を定める際は、開発許可運用指針Ⅰ－５－１０（１

５）が参考になります。 

その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、省令第２７条の規定のみでは開発
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行為に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達しがたいと認められる場合に行う

ものであることについて規定されています。 

 

審査基準 

１ 擁壁の構造 

擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その

他の練石積み造のものとしなければならない。 

 

２ 擁壁の構造計算及び構造 

鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造計算は、宅地造成等規制

法施行令第７条の規定を準用する。 

また、間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令

第８条の規定を準用する。 

 

３ その他の擁壁 

現地の土質条件が認定条件に適合する場合は、宅地造成等規制法施行令第１４条に

基づく国土交通大臣が認定する擁壁を用いることもできる。認定条件に注意を払い、 

使用の際は、申請書に認定書の写しを添付すること。 

 

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

宅地造成等規制法施行令第７条  前条の規定による設置する鉄筋コンクリート造又は

無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次の各号のいずれにも該当す

ることを確かめたものでなければならない。 

一 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこと。 

二 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

三 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。 

四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンク

リートの許容応力度を超えないことを確かめること。 

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの３分の２以下であ

ることを確かめること。 

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗

力その他の抵抗力の３分の２以下であることを確かめること。 

四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないこ

とを確かめること。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によって基

礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。 
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３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧に

ついては、盛土の土質に応じ別表第２の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算さ

れた数値を用いることができる。 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力について

は、建築基準法施行令 （昭和２５年政令第３３８号）第９０条 （表１を除く。）、

第９１条、第９３条及び第９４条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支

持力に関する部分の例により計算された数値 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応

じて計算された数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第３の摩擦係数を用いて

計算された数値を用いることができる。 

（練積み造の擁壁の構造）  

宅地造成等規制法施行令第８条 第６条の規定による間知石練積み造その他の練積み造

の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならない。 

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第１条第５項に規定する擁壁の前面の下

端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別表第４において同じ。）が、崖の土質に応じ別

表第４に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤

の土質が、同表左欄の第１種又は第２種に該当するものであるときは４０センチメ

ートル以上、その他のものであるときは７０センチメートル以上であること。 

二 石材その他の組積材は、控え長さを３０センチメートル以上とし、コンクリート

を用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に

裏込めすること。 

三 前二号に定めるところによっても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊の

おそれがあるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な

措置を講ずること。 

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁

の設置される地盤の土質が、別表第４左欄の第１種又は第２種に該当するものであ

るときは擁壁の高さの１００分の１５（その値が３５センチメートルに満たないと

きは、３５センチメートル）以上、その他のものであるときは擁壁の高さの１００

分の２０（その値が４５センチメートルに満たないときは、４５センチメートル）

以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、

擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。 
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別表第２（第７条、第１９条関係）  

土 質 
単位体積重量 

（１立方メートルにつき） 
土圧係数 

砂利又は砂 １．８トン ０．３５ 

砂質土 １．７トン ０．４０ 

シルト、粘土又はそれらを多量に

含む土 
１．６トン ０．５０ 

別表第３（第７条、第１９条関係）  

土   質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利又は砂 ０．５ 

砂質土 ０．４ 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面から少なくと

も１５センチメートルまでの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に

限る。） 

０．３ 

別表第４（第８条関係）  

土質 
擁  壁 

勾配 高さ 下端部分の厚さ 

第

１

種 

岩、岩屑、砂利又は

砂利混じり砂 

７０度を超え

７５度以下 

２メートル以下 ４０センチメートル以上 

２メートルを超え

３メートル以下 
５０センチメートル以上 

６５度を超え

７０度以下 

２メートル以下 ４０センチメートル以上 

２メートルを超え

３メートル以下 
４５センチメートル以上 

３メートルを超え

４メートル以下 
５０センチメートル以上 

６５度以下 

３メートル以下 ４０センチメートル以上 

３メートルを超え

４メートル以下 
４５センチメートル以上 

４メートルを超え

５メートル以下 
６０センチメートル以上 
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第

２

種 

真砂土、関東ロー

ム、硬質粘土その他

これらに類するも

の 

７０度を超え

７５度以下 

２メートル以下 ５０センチメートル以上 

２メートルを超え

３メートル以下 
７０センチメートル以上 

６５度を超え

７０度以下 

２メートル以下 ４５センチメートル以上 

２メートルを超え

３メートル以下 
６０センチメートル以上 

３メートルを超え

４メートル以下 
７５センチメートル以上 

６５度以下 

２メートル以下 ４０センチメートル以上 

２メートルを超え

３メートル以下 
５０センチメートル以上 

３メートルを超え

４メートル以下 
６５センチメートル以上 

４メートルを超え

５メートル以下 
８０センチメートル以上 

第

３

種 

その他の土質 

７０度を超え

７５度以下 

２メートル以下 ８５センチメートル以上 

２メートルを超え

３メートル以下 
９０センチメートル以上 

６５度を超え

７０度以下 

２メートル以下 ７５センチメートル以上 

２メートルを超え

３メートル以下 
８５センチメートル以上 

３メートルを超え

４メートル以下 

１０５センチメートル以

上 

６５度以下 

２メートル以下 ７０センチメートル以上 

２メートルを超え

３メートル以下 
８０センチメートル以上 

３メートルを超え

４メートル以下 
９５センチメートル以上 

４メートルを超え

５メートル以下 

１２０センチメートル以

上 
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第７節 第８款 地下水を排出する排水施設の設置（政令第２８条第７号） 

 

政令第２８条   

七  切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じる

おそれがあるときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができる

ように、国土交通省令（省令第２２条）で定める排水施設が設置されていること。 

（排水施設の管渠の勾配及び断面積） 

省令第２２条 

２ 令第２８条第７号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積

が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面

積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施

設とする。 

 

〈解 説〉 

政令第２８条第７号は、切土・盛土の際に地下水の湧水や浸出により、崖の崩壊や地

すべり等の発生のおそれがある場合、開発区域内の地下水を適切に排出するための施設

設置に関する基準です。本号に基づく省令第２２条第２項では、排水施設の管渠（暗渠

と開渠）の勾配と断面積は、地下水を有効に排出できるように設計することを求めてい

ます。 

 

１ 排出する地下水量の算出 

排水する地下水量は、一般的に、開発区域の上流側と下流側の２箇所以上に設置した

観測井戸で地下水の流れ等を観測し、ダルシーの法則の式を用いて算出します。 

Ｑ＝ｋ×i×Ａ     Q：地下水流量（㎥/秒）   ｋ：透水係数（m/秒） 

                ｉ=Δh/L：動水勾配      Ａ：透水層の断面積（㎡） 
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２ 地下水を排出する管渠の設計 

雨水及びその他の地表水とともに地下水を排出するため、切土及び盛土箇所の法尻及び

小段には、開渠を設置し、縦排水溝等により流末処理を行うことを標準とします。 

特に、谷戸、水路又は水田等で地表面に地下水が湧水している箇所に盛り土をする場合

は、下図を参考に、有孔管による暗渠排水管を設置する必要があります。 

また、管渠内の流速及び勾配、管渠の余裕に対する留意は、第１編第７章第６節（２）

管渠の勾配・断面積で示した雨水に関する項目と同様とします。流速及び勾配は、最小0.8 

m/秒、最大3.0 m/秒を満足するよう設計し、適切な余裕は、一般に計画地下水量に対して

２０％程度となるように設計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷埋型盛土における暗渠排水管設置の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

暗渠排水管敷設標準図 

割栗石等 

（有孔管） 

有孔管 



 

- 136 - 

   第７節 第９款 条例による強化（政令第２９条の２第１項第８号） 

 

政令第２９条の２ 

八 第２８条第２号から第６号までの技術的細目に定められた制限の強化は、その地方

の気候、風土又は地勢の特殊性により、これらの規定のみによっては開発行為に伴う

崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであるこ

と。 

 

〈解 説〉 

政令第２９条の２第１項第８号は、多雨・多雪地帯等、その地方の気候、風土又は地

勢の特殊性により政令第２８条第２号から第６号の規定のみでは開発行為に伴う、崖崩

れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合、条例により制限の強化が

できることについて規定されています。 

強化の条例を定める際は開発許可運用指針Ⅰ－５－１０（８）が参考になります。 
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第８節 災害危険区域の除外（法第３３条第１項第８号） 

 

法第３３条 

八 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特

定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開

発行為以外の開発行為にあっては、開発区域内に建築基準法第３９条第１項の災害

危険区域、地すべり等防止法 （昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり

防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 （平

成１２年法律第５７号）第８条第１項の土砂災害特別警戒区域その他政令（政令第２３条

の２）で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、

開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この

限りでない。 

（開発行為を行うのに適当でない区域） 

政令第２３条の２ 

法第３３条第１項第８号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）

の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律 （昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域

とする。 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第８号は、原則として、非自己用の開発行為の場合、開発行為を行

うのに適当でない区域について規定されています。 

内容を整理すると以下の表のとおりです。 

これらの区域は、それぞれの規制法によって必要な危険防止措置が定められています

が、開発許可制度においても、そのような区域の市街化を進展させる行為を抑止するこ

とを目的としています。 

 

規定法律 区域名 

建築基準法第３９条第１項 「災害危険区域」 

地すべり等防止法第３条第１項 「地すべり防止区域」 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止 

対策の推進に関する法律第８条第１項 
「土砂災害特別警戒区域」 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する 

法律第３条第１項 
「急傾斜地崩壊危険区域」 
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第９節 樹木の保存・表土の保全 

第９節 第１款 概  要（法第３３条第１項第９号） 

 

法第３３条 

九 政令（政令第２３条の３）で定める規模以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺

の地域における環境を保全するため、開発行為の目的及び第２号イからニまでに掲

げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表

土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。 

（樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の

規模） 

政令第２３条の３ 

法第３３条第１項第９号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）

の政令で定める規模は、１ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域

における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例

で、区域を限り、０．３ヘクタール以上１ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別

に定めることができる。 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第９号は、樹木の保存、表土の保全についての基準です。政令で定

める規模（１ヘクタール）以上の開発行為は、開発区域内の樹木の保存、表土の保全等

の措置が講ぜられるように設計が定められていることについて規定されています。 

政令で定める開発区域の規模は、政令第２３条の３で、技術的細目については政令第

２８条の２と省令第２３条の２に規定されています。 

（１）規制規模の引き下げ（政令第２３条の３）  

政令第２３条の３は、樹木の保存、表土の保全等の措置を講ずべき開発行為の最低

規模を１ヘクタールと定めています。小規模な開発行為であれば、環境の保全に与え

る影響が比較的大きくないと判断されるためです。また、都道府県（指定都市等又は

事務処理市町村）が条例を定めることにより０．３ヘクタールまで適用規模を下げら

れますが、本市においては定めていません。 
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第９節 第２款 樹木の保存・表土の保全の対象（政令第２８条の２） 

 

政令第２８条の２ 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち、同条第１項第９号 

（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げる

ものとする。 

一 高さが１０メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令（省令第２３条の２）で定める規模

以上の健全な樹木の集団については、その存する土地を公園又は緑地として配置す

る等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられていること。ただし、

当該開発行為の目的及び法第３３条第１項第２号イからニまで（これらの規定を法

第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に掲げる事項と当該樹木又は

樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 

二 高さが１メートルを超える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をす

る土地の面積が１０００平方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行

う部分（道路の路面の部分その他の植栽の必要がないことが明らかな部分及び植物

の生育が確保される部分を除く。）について表土の復元、客土、土壌の改良等の措置

が講ぜられていること。 

（樹木の集団の規模） 

省令第２３条の２ 令第２８条の２第１号の国土交通省令で定める規模は、高さが５メ

ートルで、かつ、面積が３００平方メートルとする。 

 

〈解 説〉 

政令第２８条の２は、保存すべき樹木の範囲及び保全すべき表土について規定されて

います。 

なお、これらについては、地方公共団体が条例を定めることにより、基準の強化を行

うことが可能です。 

第１号では、高さ１０ｍ以上の健全な樹木と省令第２３条の２で規定する以上の健全

な樹木の集団については、原則として、その存する土地を公園又は緑地として配置する

等により、保存の措置が講ぜられていることと規定されています。なお、省令で定める

樹木の集団は、省令第２３条の２で、樹高が５ｍ以上で面積が３００㎡以上の樹木の集

団とされています。 

第２号では、高さ１ｍを超える切土又は盛土が行われ、かつ、切土又は盛土する部分

が１，０００㎡以上である場合は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講ぜられ

ていることについて規定されています。 
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１ 条例による強化 

政令第２９条の２ 法第３３条第３項（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。次項において同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、

次に掲げるものとする。 

九 第２８条の２第１号の技術的細目に定められた制限の強化は、保存の措置を講ず

べき樹木又は樹木の集団の要件について、優れた自然的環境の保全のため特に必要

があると認められる場合に行うものであること。 

十 第２８条の２第２号の技術的細目に定められた制限の強化は、表土の復元、客土、

土壌の改良等の措置を講ずべき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しく

は盛土をする土地の面積の最低限度について行うものであること。 

 

政令第２９条の２第９号は、保存すべき樹木の要件と樹木の集団の要件を強化するこ

とができることについて規定されています。強化の条例を定める際には、開発許可運用

指針Ⅰ－５－１０（９）が参考になります。 

政令第２９条の２第１０号は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置を講ずべき切

土、盛土の高さと面積について強化することができることについて規定されています。

強化の条例を定める際には、開発許可運用指針Ⅰ－５－１０（１０）が参考になります。 
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第１０節 緩衝帯 

第１０節 第１款 緩衝帯の配置（法第３３条第１項第１０号） 

 

法第３３条 

十 政令で定める規模以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域にお

ける環境を保全するため、第２号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振

動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設

計が定められていること。 

（環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならな

い開発行為の規模） 

政令第２３条の４ 法第３３条第１項第１０号（法第３５条の２第４項において準用す

る場合を含む。）の政令で定める規模は、１ヘクタールとする。 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第１０号は、１ヘクタール以上の開発行為の場合は、開発区域やそ

の周辺の環境を保全するために、騒音、振動等による環境悪化を防止する上で必要な緑

地帯等の緩衝帯を配置することについて規定されています。 

緩衝帯を設置すべき予定建築物や緩衝帯の幅員は、政令第２８条の３と省令第２３条

の３で定めています。 
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第１０節 第２款 緩衝帯の幅員（政令第２８条の３） 

 

政令第２８条の３ 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物

等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては、４メートルから２０

メートルまでの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令（省令第２３条の３）で定める幅

員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそってその内側に配置されていな

ければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に

隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配

置しないことができる。 

（緩衝帯の幅員） 

省令第２３条の３ 令第２８条の３の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、

１ヘクタール以上１．５ヘクタール未満の場合にあっては４メートル、１．５ヘクタ

ール以上５ヘクタール未満の場合にあっては５メートル、５ヘクタール以上１５ヘク

タール未満の場合あっては１０メートル、１５ヘクタール以上２５ヘクタール未満の

場合にあっては１５メートル、２５ヘクタール以上の場合にあっては２０メートルと

する。 

 

〈解 説〉 

政令第２８条の３は、予定建築物等が騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそ

れがある開発行為の場合、開発区域の境界の内側に沿うように省令第２３条の３で定め

る幅員以上の緩衝帯を配置することについて規定されております。 

また、本条ただし書は、開発区域に隣接して公園、緑地、河川等の緩衝効果を有する

公共施設がある場合、緩衝効果を有する公共施設の規模に応じて、緩衝帯の幅員を減ら

す、又は設置しなくてもよいとした緩和基準です。隣接する公園や植栽された道路の法

面等の公共施設の幅員の２分の１を、緩衝帯として設置すべき幅員の中に算入すること

ができます。 
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条例による強化 

政令第２９条の２ 法第３３条第３項（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。次項において同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、

次に掲げるものとする。 

十一  第２８条の３の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅

員の最低限度について、２０メートルを超えない範囲で国土交通省令（省令第２７条の３）

で定める基準に従い行うものであること。 

（令第２９条の２第１項第１１号の国土交通省令で定める基準） 

省令第２７条の３ 第２３条の３の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき

緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が１ヘクタール以上１．５ヘクタ

ール未満の場合にあっては６．５メートル、１．５ヘクタール以上５ヘクタール未満

の場合にあっては８メートル、５ヘクタール以上１５ヘクタール未満の場合にあって

は１５メートル、１５ヘクタール以上の場合にあっては２０メートルを超えない範囲

で行うものとする。 

 

政令第２９条の２第１項第１１号は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度の強化に関

する規定で、強化できる幅員の最低限度の上限は、省令第２７条の３で定められていま

す。省令第２３条の３と省令第２７条の３との関係をまとめると以下の表のとおりとな

ります。 

条例を定める際には、開発許可運用指針Ⅰ－５－１０（１１）が参考になります。 

 

 

開発区域の面積 

（ヘクタール） 

緩衝帯の幅員 

省令第２３条の３ 
省令第２７条の３ 

(条例による強化) 

１．０以上 １．５未満 ４ｍ ６．５ｍ 

１．５以上 ５．０未満 ５ｍ ８ｍ 

５．０以上１５．０未満 １０ｍ １５ｍ 

１５．０以上２５．０未満 １５ｍ ２０ｍ 

２５．０以上 ２０ｍ  
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第１１節 大規模開発の輸送施設（法第３３条第１項第１１号） 

 

法第３３条 

十一 政令（政令第２４条）で定める規模以上の開発行為にあっては、当該開発行為が道路、

鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。 

（輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模） 

政令第２４条 法第３３条第１項第１１号（法第３５条の２第４項において準用する場

合を含む。）の政令で定める規模は、４０ヘクタールとする。 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第１１号は、４０ヘクタール以上の開発行為の場合は、道路、鉄道

等の輸送施設の配置状況をみて支障がない設計になっていることについて規定されて

います。 

また、開発行為により発生する輸送の量を考慮し、特に必要があると認められる場合

には、開発区域内に鉄道施設の用に供する土地を確保する等の措置を講ずることとなり

ます。 
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第１２節 申請者の資力・信用（法第３３条第１項第１２号） 
 
 

法第３３条 

十二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行

為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築

若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（当該開発行為の中断により当該開

発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそ

れがあることを考慮して政令（政令第２４条の２）で定める規模以上のものを除く。）以外の

開発行為にあっては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があ

ること。 

（申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行

為の規模） 

政令第２４条の２ 法第３３条第１項第１２号（法第３５条の２第４項において準用す

る場合を含む。）の政令で定める規模は、１ヘクタールとする。 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第１２号は、開発行為を完了させるため、資力と信用を有する必要

があることについて規定されています。 

「開発行為を行うために必要な資力がある」とは、開発行為を行う者が開発行為を完

遂することができる資力を有していることをいいます。開発申請時において、資金計画

による事業費を算出し、それに見合う資金を証することができなければなりません。 

「開発行為を行うために必要な信用がある」とは、開発行為を行う者の経歴や事業実

績等から、当該開発行為を計画どおりに完了することができる信用を有していることい

います。過去の開発許可制度における処分歴や違反是正指導に従わない常習歴がある場

合等はただちに信用があるとはいえません。 

また、税金の滞納がある場合は、資力、信用が両方ともあるとはいえません。 

本号の適用関係を整理すると以下の表のとおりになります。 

 

 

 

 

○は基準に適合 

する必要あり。 

×は基準なし。 

  

 

 

   面積・利用態様 

 

予定建築物等 

１ヘクタール未満 １ヘクタール以上 

自己用 非自己用 自己用 非自己用 

住宅 × ○ × ○ 

住宅以外の建築物 × ○ ○ ○ 

特定工作物 × ○ ○ ○ 



 

- 146 - 

第１３節 工事施行者の能力（法第３３条第１項第１３号） 

 

法第３３条 

十三 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行

為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築

若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（当該開発行為の中断により当該開

発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそ

れがあることを考慮して政令（政令第２４条の３）で定める規模以上のものを除く。）以外の

開発行為にあっては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必

要な能力があること。 

（工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければ

ならない開発行為の規模） 

政令第２４条の３ 法第３３条第１項第１３号（法第３５条の２第４項において準用す

る場合を含む。）の政令で定める規模は、１ヘクタールとする。 

 

〈解 説〉 

 

 

 

 

○は基準に適合 

する必要あり。 

×は基準なし。 

  

  

 

 

 

 

 

法第３３条第１項第１３号は、工事施行者が当該開発行為に関する工事を完成させる

ために必要な能力があることについて規定されています。 

「開発行為を行うために必要な能力がある」とは、工事施行者が計画どおりに当該開

発行為を行うための能力を有していることをいいます。 

能力については、工事の難易度を考慮し、過去の工事実績、技術者の数や建設機械の

保有数等をもとに判断します。 

本号の基準の対象となる開発行為を整理すると以下の表のとおりです。 

 

   面積・利用態様 

 

予定建築物等 

１ヘクタール未満 １ヘクタール以上 

自己用 非自己用 自己用 非自己用 

住宅 × ○ × ○ 

住宅以外の建築物 × ○ ○ ○ 

特定工作物 × ○ ○ ○ 
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第１４節 関係権利者の同意（法第３３条第１項第１４号） 

 

法第３３条 

十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしよう

とする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当

該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する

者の相当数の同意を得ていること。 

 

〈解 説〉 

法第３３条第１項第１４号は、開発行為を行う土地や開発行為に関する工事を行う土

地又はそれらの土地に存する建築物等について、開発行為に関する工事の妨げとなる権

利を有する者の相当数から同意を得る必要があることについて規定されています。 

開発行為や開発行為に関する工事の妨げとなる権利を有する者の同意がないままに

許可を行うことは、無用の混乱を招くおそれがあると考えます。 

 

１ 妨げとなる権利を有する者  

「妨げとなる権利を有する者」とは、土地及び建物や工作物について権利を有してい

る者をいいます。妨げとなる権利には、以下のものが考えられます。 

 

土地に関しての 所有権、永小作権、地上権、賃借権、質権、抵当権、

先取特権等（土地が保全処分の対象となっている場

合には、保全処分をした者も含まれます。） 

建物や工作物に関しての 所有権、賃借権、質権、抵当権、先取特権等 

 

２ 相当数の同意を得ていること 

開発行為を行う者は、開発許可申請までには可能な限り関係権利者の同意を１００％

取得することが望ましいと考えられます。しかし、本号で相当数の同意としているのは、

許可が得られるか不明の段階で全員の同意を得ることを要件とすることが、開発行為を

行う者に対して過大な経済的負担を負わせるおそれがあるためです。なお、「相当数」

については、目安を所有権及び借地権を有する者（人数）及び土地の総地籍（面積）の

それぞれ３分の２以上としています。 

 

３ 権利を有する者の同意を得ていない土地 

土地所有権者等の同意を得られないまま開発許可を受けた土地は、権利を有する者の

同意を得なければ、そこで工事を行うことはできません。 

開発許可は、許可を得なければ開発行為をしてはならないとした禁止状態を解除した

ものにすぎず、開発行為を行う者に新たに私法上の権利を与えるものではないからで

す。 
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第１５節 最低敷地面積（法第３３条第４項） 

 

法第３３条 

４ 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合にお

いては、政令（政令第２９条の３）で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建

築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関

する制限を定めることができる。 

５ （略） 

６ 指定都市等及び地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づきこの節の規

定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村（以

下この節において「事務処理市町村」という。）以外の市町村は、前３項の規定により

条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得な

ければならない。 

（条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準） 

政令第２９条の３ 法第３３条第４項（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。）の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が２００平方メートル

（市街地の周辺その他の良好な自然環境を形成している地域においては、３００平方

メートル）を超えないこととする。 

（法第３３条第４項の規定による敷地面積の最低限度） 

市条例別表第５の３の項  

（１）法第３３条第４項の規定による敷地面積の最低限度は、次のとおりとする。 

区域 最低敷地面積 有効宅地面積 

ア 市街化調整区域 ３００平方メートル以上  

イ 法第１２条の４の規

定により定められる地

区計画等の区域 

当該地区計画に定める面

積 

 

ウ ア及びイ以外の区域 １００平方メートル以上 １００平方メートル以上 

  備考 有効宅地面積とは、道路に接する敷地の幅員が４メートル未満の場合であっ

て、その土地の形状が路地状敷地となっているもののうち当該路地状部分を除

く敷地面積をいう。 

（２）敷地面積の最低限度は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないも

のとして規則で定めるものあっては、この限りでない。 

（条例別表第５の３法第３３条第４項の規定による敷地面積の最低限度の項（２）の規

則で定める良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないもの） 

市条例施行規則別表第４の２の項 別表第３の３条例別表第４の３敷地面積の最低限度

の項の（２）の規則で定める良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないも

のの項に定めるところによる。 
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（条例別表第４の３敷地面積の最低限度の項の（２）の規則で定める良好な住居等の環

境の形成又は保持のため支障がないもの） 

市条例施行規則別表第３の３の項  

区 域 支障がないもの 

ア 市街化調整

区域 

１ 法第３４条第１３号及び第１４号に掲げる開発行為 

２ 条例別表第６の２法第３４条第１２号の規定により定める

開発行為の項のエ及びクに定める開発行為 

３ 平成１５年６月１日以後に区画の変更のない土地において

行う開発行為 

４ 自己の居住の用に供する建築物の敷地を分割し、当該敷地

に自己の居住の用に供する建築物を建築する開発行為（ただ

し、分割された敷地面積の最低限度は、２００平方メートル

とする。） 

イ 法第１２条

の４の規定に

より定められ

る地区計画等

の区域 

１ 地区計画を定めた日（八潮南部地区にあっては、地区計画

を定めた日から１年を経過した日。以下「制定日」という。）

において、現に地区計画に規定する建築物の敷地面積の最低

限度（以下この表において「当該規定」という。）に不適合な

土地で、その全部を一の敷地として使用するもの 

２ 制定日に当該規定に適合している土地が、制定日以後の減

歩により不適合となった土地で、その全部を一の敷地として

使用するもの 

３ 換地処分により当該規定に不適合となった土地で、その全部

を一の敷地として使用するもの 

４ 土地区画整理事業の施行上やむを得ず当該規定に不適合と

なった保留地で、その全部を一の敷地として使用するもの 

５ 相続又は生前贈与（以下「相続等」という。制定日以後最

初に発生した相続等に限る。）により、やむを得ず土地を分割

するもの 

６ 相続税の物納又は金銭納付のための土地の分割により、当該

規定に不適合となった土地へ建築するもの（制定日以後最初に

発生した相続に限る。ただし、建築物の敷地面積の最低限度は、

仮換地後の面積で１００平方メートルとする。） 

７ 共有持分（制定日において持分登記されている者に限る。）

によりやむを得ず土地を分割するもの 

８ 建築物の敷地面積の最低限度で土地を分割し、最後に残っ

た土地が当該最低限度未満となった場合において、当該土地

を１００平方メートル以上として利用するもの 
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ウ ア及びイ以

外の区域 

１ 平成２４年１月１日（以下「基準日」という。）において、

現に当該規定に不適合な土地で、その全部を一の敷地として

利用するもの 

２ 基準日に当該規定に適合している土地が、基準日以後の減歩

により不適合となった土地で、その全部を一の敷地として使用

するもの 

３ 換地処分により当該規定に不適合となった土地で、その全部

を一の敷地として使用するもの 

４ 相続等（基準日以後最初に発生した相続等に限る。）により、

やむを得ず土地を分割するもの 

５ 相続税の物納又は金銭納付のための土地の分割により、当該

規定に不適合となった土地へ建築するもの（基準日以後最初に

発生した相続に限る。） 

６ 共有持分（基準日において持分登記されている者に限る。）

によりやむを得ず土地を分割するもの 

７ 建築物の敷地面積の最低限度で土地を分割し、最後に残っ

た土地が路地状敷地となった場合において、当該土地を１０

０平方メートル以上として利用するもの   

８ 法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、

建築物等の移転等により、新たな建築敷地として取得するもの 

９ 道路後退により、当該規定に不適合な土地で、その全部を

一の敷地として使用するもの 
 

 

〈解 説〉 

法第３３条第４項は、地方公共団体の判断で条例により、区域、目的又は予定される

建築物の用途を限り、最低敷地規模の確保を開発許可の基準とすることができることに

ついて規定されています。 

最低敷地規模の規制は、ミニ開発を防止し、日照、採光、通風等の環境を確保すると

ともに、景観の維持にもつながり、良好な市街地環境の形成又は保持を図る上で効果的

な手法と考えております。 

また、自治体が本項に基づく条例を定める場合は、政令第２９条の３により、原則２

００㎡を超えない範囲で、市街地の周辺その他の良好な自然環境を形成している地域で

は３００㎡を超えない範囲で制限を行うこととされています。 

なお、本市においては、市条例別表第５の３の項に基準を定めています。 

 


